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(57)【要約】
【課題】個人の睡眠の質および行動と、日中どのように
行動しているかについての客観的測定とを相関させ得る
個別システムを提供することについての問題を解決する
。
【解決手段】ユーザの睡眠の質を改善するための睡眠管
理方法およびシステムは、ベッドに就いているユーザの
睡眠の質に関連する１つ以上の客観的パラメータを監視
し、携帯電話などの携帯型装置を介して、起きていると
きのユーザから、認知能力および／または精神運動能力
についての客観的テストデータのフィードバックを受信
する。
【選択図】図２２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの睡眠を管理する方法であって、
（ｉ）少なくとも１つのセンサを用いて、ベッドに就いているときの前記ユーザの睡眠の
質に関連する客観的パラメータであって、生理学的パラメータおよび環境的パラメータか
ら選択され、少なくとも前記ユーザの運動および／または前記ユーザの脳の活動を示す電
気信号を含む１つ以上の客観的パラメータを監視するステップと、
（ｉｉ）センサユニットを用いて、前記少なくとも１つのセンサから信号データを収集し
、前記信号データを処理手段に通信するステップと、
（ｉｉｉ）携帯型ユーザ双方向装置を用いて、起きているときの前記ユーザから認知能力
および／または精神運動能力を示す客観的テストデータを収集し、前記客観的テストデー
タを前記処理手段に通信するステップと、
（ｉｖ）センサユニットデータと認知データおよび／または精神運動データとの両方を考
慮に入れる少なくとも１つの結合睡眠表示指標を生成するために、または、睡眠指標もし
くは睡眠の質の指標とともに認知能力指標および／または精神運動能力指標を生成するた
めに、前記センサユニットおよび前記携帯型ユーザ双方向装置からのデータを処理するス
テップと、
（ｖ）前記ユーザに表示するための前記ユーザの睡眠行動に関する情報を、前記携帯型ユ
ーザ双方向装置において受信するステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのセンサは、前記ユーザに取り付けられたあらゆるセンサを含まな
い、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記客観的テストデータを、前記携帯型ユーザ双方向装置を介して入力された睡眠関連
パラメータについての前記ユーザからの主観的フィードバックで補うステップを含む、請
求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　後の睡眠の質を改善するために、前記ユーザの行動に影響を与えるための１つ以上の提
案を含む情報を、前記携帯型ユーザ双方向装置によって前記ユーザに表示するステップを
さらに含む、請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ以上の提案は、前記ユーザによる行動プログラムおよび／または行為を含む提
案群から選択される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記携帯型ユーザ双方向装置を介して、前記ユーザに行動変化を実行するように促すス
テップをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記処理手段は、前記ユーザに示され、かつ、前記ユーザにより選択される任意の行動
プログラムもしくは行為の効果、および／または、そのコンプライアンスを監視し、（ｉ
）任意の選択されたプログラムもしくは行為の効果、および／または、そのコンプライア
ンスを補助するために、警告、ガイド、アドバイス、および前記ユーザを励ますメッセー
ジのうちの１つ以上を提供する、および／または（ｉｉ）行動変化および／または行為に
ついて更新された１つ以上の提案を提供する、請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　その後ステップ（ｉ）から（ｉｖ）を繰り返すステップを含み、それによって、その後
の結合睡眠表示指標を生成するか、または、その後の睡眠指標もしくは睡眠の質の指標と
ともに認知能力指標および／または精神運動能力指標を生成する、請求項１から７のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　認知能力および／または精神運動能力は、数学的処理、論理的な推論、空間的処理、反
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応時間、トラッキング、注意／覚醒性、自己生成認知機能テスト、および記憶テストから
選択される１つ以上のテストを、前記携帯型ユーザ双方向装置を介して前記ユーザに示す
ことによって測定される、請求項１から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記処理手段は、起きているときの前記ユーザの活動を受動的に監視することから導出
される認知能力および／または精神運動能力を示すデータであって、前記携帯型ユーザ双
方向装置または追加のソースから得られるデータを受信する、請求項１から９のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記処理手段は、前記携帯型ユーザ双方向装置に設けられている、もしくはそれとは別
に設けられているキーボードまたはキーパッドにおけるタイピングの速度および／または
精度についてのデータを受信する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記センサユニットは、メモリおよびリアルタイムクロックを備え、それにより、前記
メモリへの記憶のための各センサの読み取り、または、各センサからの複数回のセンサの
読み取りは、時間コードとともに記憶され、前記メモリに記憶されたセンサデータは、前
記処理手段に、定期的にまたは要求に応じて送信される、請求項１から１１のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１３】
　複数のセンサを用いて、前記ユーザの睡眠に影響を与えないよう目立たずに、生理学的
パラメータおよび環境的パラメータの両方を監視するステップを含む、請求項１から１２
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記センサによって監視された前記生理学的パラメータおよび環境的パラメータは、運
動と、温度、周辺ノイズ、光および湿度のうちの１つ以上とを含む、請求項１３に記載の
方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのセンサは、ベッドに就いている前記ユーザの下に設けられ、かつ
、ケーブルもしくは無線接続を介して前記センサユニットに接続された圧電シート、ケー
ブルまたはフィルムを有する運動センサを含む、請求項１から１４のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記センサユニット内において、１つのメモリ／前記メモリに記憶する前に、０．１Ｈ
ｚから１００Ｈｚの範囲の周波数にて、各センサから信号データをサンプリングするステ
ップを含む、請求項１から１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　ベッドを共有する前記ユーザおよび第２ユーザによる使用のための方法であって、前記
携帯型ユーザ双方向装置と同一の第２携帯型ユーザ双方向装置が第２ユーザのために提供
され、前記第２携帯型ユーザ双方向装置は、前記処理手段にデータを通信し、前記処理手
段から情報を受信する、請求項１から１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記または各携帯型ユーザ双方向装置は携帯電話である、請求項１から１７のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ユーザに情報の入力を促す前記または各携帯型ユーザ双方向装置をさらに含む、請
求項１から１８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記処理手段は、前記センサユニットおよび前記携帯型ユーザ双方向装置から分離され
ている、請求項１から１９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２１】
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　前記処理手段は、広域ネットワークに接続されたソフトウェアサービスの形態をとる、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　睡眠管理システムであって、
（ｉ）ベッドに就いているときのユーザの睡眠の質に関連する客観的パラメータであって
、生理学的パラメータおよび環境的パラメータから選択され、少なくとも前記ユーザの運
動および／または前記ユーザの脳の活動を示す電気信号を含む１つ以上の客観的パラメー
タを監視する少なくとも１つのセンサと、
（ｉｉ）前記少なくとも１つのセンサから信号データを収集し、前記信号データを処理手
段に通信するセンサユニットと、
（ｉｉｉ）起きているときの前記ユーザからの認知能力および／または精神運動能力を示
す客観的テストデータを収集し得るものであり、さらにデータを前記処理手段に通信し、
前記ユーザに表示される前記処理手段からの情報を受信する携帯型ユーザ双方向装置と、
（ｉｖ）前記センサユニットおよび前記携帯型ユーザ双方向装置からのデータを処理し、
それによってセンサユニットデータと認知データおよび／または精神運動データとの両方
を考慮に入れる少なくとも１つの結合睡眠表示指標、または、睡眠指標もしくは睡眠の質
の指標とともに認知能力指標および／または精神運動能力指標が、前記携帯型ユーザ双方
向装置を介して前記ユーザに表示され得る睡眠管理システム。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのセンサは、前記ユーザに取り付けられたあらゆるセンサを含まな
い、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記客観的テストデータを、前記携帯型ユーザ双方向装置を介して入力された睡眠関連
パラメータについての前記ユーザからの主観的フィードバックで補うことができる、請求
項２２または２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記携帯型ユーザ双方向装置によって前記ユーザに表示される情報の出力は、後の睡眠
の質を改善するために前記ユーザの行動に影響を与えるための、前記処理手段によって生
成される１つ以上の提案を含む、請求項２２から２４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記１つ以上の提案は、前記ユーザによる行動プログラムおよび／または行為を含む提
案群から選択される、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記携帯型ユーザ双方向装置はまた、提案された行動変化を実行するように前記ユーザ
に促す警告機能を有している、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記処理手段は、前記ユーザに示され、かつ、前記ユーザにより選択される任意の行動
プログラムまたは行為の効果、および／または、そのコンプライアンスを監視し、（ｉ）
任意の選択されたプログラムもしくは行為の効果、および／または、そのコンプライアン
スを補助するために、警告、ガイド、アドバイス、および前記ユーザを励ますメッセージ
のうちの１つ以上を提供する、および／または（ｉｉ）行動変化および／または行為につ
いて更新された１つ以上の提案を提供する、請求項２６または２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　認知能力および／または精神運動能力は、数学的処理、論理的な推論、空間的処理、反
応時間、トラッキング、注意／覚醒性、自己生成認知機能テスト、および記憶テストから
選択される１つ以上のテストを、前記携帯型ユーザ双方向装置を介して前記ユーザに示す
ことによって測定される、請求項２２から２８のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記処理手段は、起きているときの前記ユーザの活動を受動的に監視することから導出
される認知能力および／または精神運動能力を示すデータであって、前記携帯型ユーザ双
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方向装置または追加のソースから得られるデータを受信する、請求項２２から２９のいず
れか１項に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記処理手段は、前記携帯型ユーザ双方向装置に設けられている、もしくはそれとは別
に設けられているキーボードまたはキーパッドにおけるタイピングの速度および／または
精度についてのデータを受信する、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記センサユニットは、メモリおよびリアルタイムクロックを備え、それにより、前記
メモリへの記憶のための各センサの読み取り、または、各センサからの複数回のセンサの
読み取りは、時間コードとともに記憶され、前記メモリに記憶されたセンサデータは、前
記処理手段に、定期的にまたは要求に応じて送信される、請求項２２から３１のいずれか
１項に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記システムは、前記ユーザの睡眠に影響を与えないよう目立たずに、生理学的パラメ
ータおよび環境的パラメータの両方を監視するための複数のセンサを含む、請求項２２か
ら３２のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記センサによって監視された前記生理学的パラメータおよび環境的パラメータは、運
動と、温度、周辺ノイズ、光および湿度のうちの１つ以上とを含む、請求項３３に記載の
システム。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つのセンサは、ベッドに就いている前記ユーザの下に設けられ、ケー
ブルもしくは無線接続を介して前記センサユニットに接続された圧電シート、ケーブルま
たはフィルムを有する運動センサを含む、請求項２２から３４のいずれか１項に記載のシ
ステム。
【請求項３６】
　前記センサユニット内において、各センサからの信号データは、１つのメモリ／前記メ
モリに記憶する前に、０．１Ｈｚから１００Ｈｚの範囲の周波数にて、プロセッサによっ
てサンプリングされる、請求項２２から３５のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項３７】
　ベッドを共有する前記ユーザおよび第２ユーザによる使用のためのシステムであって、
前記携帯型ユーザ双方向装置と同一である追加の携帯型ユーザ双方向装置が第２ユーザの
ために提供され、前記追加の携帯型ユーザ双方向装置は、前記処理手段にデータを通信し
、前記処理手段から情報を受信するように適応される、請求項２２から３６のいずれか１
項に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記または各携帯型ユーザ双方向装置は携帯電話である、請求項２２から３６のいずれ
か１項に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記携帯型ユーザ双方向装置および／または前記追加の携帯型ユーザ双方向装置はまた
、前記ユーザに情報を入力するように促す警告機能を有している、請求項２２から３７の
いずれか１項に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記処理手段は、前記センサユニットと、前記携帯型ユーザ双方向装置および／または
前記追加の携帯型ユーザ双方向装置とから分離している、請求項２２から３８のいずれか
１項に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記処理手段は、広域ネットワークに接続されたソフトウェアサービスの形態をとる、
請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
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　個人の睡眠を管理する方法であって、前記個人が、請求項２２から４１のいずれか１項
に記載の睡眠管理システムを用いることを含む方法。
【請求項４３】
　前記処理手段は、以下の（ａ）、および／または、（ｂ）および（ｃ）の１つによって
前記携帯型ユーザ双方向装置からの客観的テストデータを分析する際に、概日リズムを考
慮に入れることができるものであり、
　（ａ）前記処理手段が、個人のテスト能力の時刻による変動について予め収集されたデ
ータからの認知能力および／または精神運動能力に対して利用可能な１つ以上の予め規定
された関数を有し；
　（ｂ）前記ユーザが、前記携帯型ユーザ双方向装置において１つ以上の認知テストおよ
び／または精神運動テストを行った後最初に、所定の時間範囲および期間にわたって同じ
テストを実行することにより、前記処理手段が、前記ユーザが起きている時間にわたって
認知能力および／または精神運動能力についての基準を確立し得るものであり；または、
　（ｃ）前記ユーザが最初に、所定の時間範囲および期間にわたって前記携帯型ユーザ双
方向装置において１つ以上の認知テストおよび／または精神運動テストを実行することに
より、前記処理手段が、前記ユーザの実行による効果を修正するために予め規定された関
数に基づいて、前記ユーザが起きている間の認知能力および／または精神運動能力につい
ての基準を確立し得るものである、請求項１から２１および４２のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項４４】
　睡眠の質を改善するために使用する前に、以下の（ａ）、および／または、（ｂ）およ
び（ｃ）の１つによって前記携帯型ユーザ双方向装置からの客観的テストデータを分析す
る際に、概日リズムを考慮に入れるための情報が前記処理手段に提供されるものであり、
　（ａ）前記処理手段に、個人のテスト能力の時刻による変動について予め収集されたデ
ータからの認知能力および／または精神運動能力に対して１つ以上の予め規定された関数
を提供し；
　（ｂ）前記携帯型ユーザ双方向装置において１つ以上の認知テストおよび／または精神
運動テストを実行した後で、前記ユーザが所定の時間範囲および期間にわたって同じテス
トを実行することにより、前記処理手段が、前記ユーザが起きている時間にわたって認知
能力および／または精神運動能力についての基準を確立し得るものであり；または、
　（ｃ）前記ユーザが、所定の時間範囲および期間にわたって前記携帯型ユーザ双方向装
置において１つ以上の認知テストおよび／または精神運動テストを実行することにより、
前記処理手段が、前記ユーザの実行による効果を修正するために予め規定された関数に基
づいて、前記ユーザが起きている間の認知能力および／または精神運動能力についての基
準を確立し得るものである、請求項１から２１、４２または４３のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項４５】
　前記携帯型ユーザ双方向装置は、前記ユーザが起きている間の予め規定された時間また
はランダムな時間に、前記１つ以上の認識テストおよび／または精神運動テストを実行す
るように前記ユーザを促す、請求項１から２１、４２、４３または４４のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項４６】
　ユーザの睡眠を管理する方法であって、
　（ｉ）処理手段において、少なくとも１つのセンサから、ベッドに就いているときの前
記ユーザの睡眠の質に関連する客観的パラメータであって、生理学的パラメータおよび環
境的パラメータから選択され、少なくとも前記ユーザの運動および／または前記ユーザの
脳の活動を示す電気信号を含む１つ以上の客観的パラメータを示す信号データを受信する
ステップと、
　（ｉｉ）前記処理手段において、起きているときの前記ユーザから認知能力および／ま
たは精神運動能力を示す客観的テストデータを受信するステップと、
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　（ｉｉｉ）前記処理手段において、センサユニットデータと認知データおよび／または
精神運動データとの両方を考慮に入れる少なくとも１つの結合睡眠表示指標、または、認
知能力指標および／または精神運動能力指標を生成するステップと、
　（ｉｖ）前記ユーザの睡眠行動に関する情報を、前記ユーザに表示するための携帯型ユ
ーザ双方向装置に送信するステップと、を含む、方法。
【請求項４７】
　前記処理手段が、認知能力指標および／または精神運動能力指標と、睡眠指標または睡
眠の質の指標とを生成する、請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　プロセッサによる処理の場合、請求項１から２１および４２から４７のいずれか１項に
記載の方法を前記プロセッサに実行させる命令を含む、コンピュータ読み取り可能な記録
媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばユーザの睡眠の質を改善する観点から、ユーザの睡眠を管理するため
のシステムおよび方法に関する。このようなシステムおよび方法は、睡眠情報を監視し分
析するために、例えばユーザが眠っている間に測定される客観的な睡眠に関するパラメー
タを監視し、この情報を、ユーザが起きている間に測定される客観的および主観的な睡眠
に関するパラメータと相関させるために用いられ得る。
【背景技術】
【０００２】
　不眠および疲労は、発展した社会における主な未解決の問題である。人口におけるかな
りの割合の人々が、生活におけるある部分で睡眠の問題を経験している。睡眠が不足する
と、それは生活の質の低下につながり、仕事における能力を低下させ、より深刻な場合で
は、鬱などの精神疾患につながる。ドライバーや、事故のリスクを負う工員にとって、眠
気は重大な事故が頻発する要因になり得る。このため、需要者の睡眠の質を改善すること
を目的とした装置に対する大きな潜在的市場が存在する。
【０００３】
　睡眠不足または睡眠欠乏が即座に生理的ダメージに直結するという証拠は少ないが、個
々の生活の質に影響を与え得る。以下は、睡眠不足の結果をいくつか列挙したものである
。
・能力および注意力が著しく低下する。
・記憶および認知能力が損なわれる。
・ベッドパートナーの睡眠を阻害する。
・労働災害が後を絶たなくなる虞が増加する。
・交通事故に巻き込まれる虞が増加する。
・メタボリズムに障害が発生する。
・精神に影響を及ぼす。
・免疫システムに問題が発生する。
・生活の質が低下する。
・幸福感が低下する。
・鬱を発症する虞が増加する。
【０００４】
　睡眠は、４つのノンレム睡眠（ＮＲＥＭ）段階（Ｉ-ＩＶ）および１つのレム（ＲＥＭ
）睡眠段階からなるということが知られている動的挙動である。睡眠段階ＩおよびＩＩは
浅い眠りと関連し、睡眠段階ＩＩＩおよびＩＶは深い眠りと関連している。ノンレム睡眠
は通常、最小精神活動と関連し、レム睡眠は非常に活発な脳の働きおよび夢に関連してい
る。典型的な成人では、睡眠は段階Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶを経て、また段階ＩＩＩから
Ｉ、そしてレム睡眠へと逆行する。この周期は、一晩を通しておよそ９０～１００分の間
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隔で繰り返される。深い睡眠は、夜の早い時点においてピークを迎え、夜の遅い時点では
次第に浅くなっていく。
【０００５】
　睡眠時に体が動くことは正常であり、典型的に浅い眠り（段階ＩおよびＩＩ）と関連し
ている。体の運動が見られない場合、それは典型的に深い睡眠段階（ＩＩＩおよびＩＶ）
を示している。夜中、男性は女性よりもはるかによく動く傾向にあり、若者は睡眠中に、
年配の者よりもよく動く傾向にある。運動を監視することによって、落ち着きのなさを知
ることができるが、この落ち着きのなさが低い睡眠の質へとつながり得る。これは、不眠
、悪夢、病気またはその他の原因に起因し得る。
【０００６】
　睡眠構造に影響を与え得るいくつかの環境パラメータがある。温度は、睡眠の質に重要
な影響を与えるということが分かっている。高温および低温の両方は睡眠の質に有害な影
響を与え得るし、低い室温（例えば、２１℃より低い）は、より高い室温（例えば、２７
℃より高い）より睡眠構造に影響を与える。これらの例では、快適な温度の室内での睡眠
に比べて、合計睡眠時間、レム睡眠、および段階ＩＶの睡眠が低下する。レム睡眠の間に
おいて体は体温を調節することができないので、このことは重要である。このことから、
覚醒睡眠周期（waking-sleeping cycle）は周辺の温度に左右されることが分かる。
【０００７】
　湿度が高いと、特に高い室温と重なると、睡眠構造および睡眠の質に有害な影響を及ぼ
し得る。
【０００８】
　ノイズも睡眠の質に影響を及ぼし得る。聞きなれたノイズの存在可否が、通常でないノ
イズと同じくらい大きな影響を睡眠に及ぼし得るが、人々は、聞きなれたノイズを、睡眠
に何の影響もなく受け入れることも多々ある。例えば、空港に近接する場所に住んでいる
人は、とりわけ航空機のノイズによって目を覚ましてしまうことはほとんどない。一般的
に、高齢者の方が若者よりもノイズによる妨害に影響されやすい。ノイズによって睡眠が
妨害されると、たいていは手足／体の運動が増加する。
【０００９】
　概日リズムは、およそ１日の期間に対応し、脳の前視床下部の視交差上核（ＳＣＮ）に
よって制御される体内時計である。眠気を感じたり警戒したりするときに影響を及ぼす概
日リズムは、睡眠／覚醒スケジュール、休息／活動、および体温変化によって左右され得
る。概日リズムは、松果体によるメラトニン分泌によって特徴化され得るが、これは夜に
ピークに達し、日中には低下する。血中コルチゾールレベルもまた、概日リズムの関数と
して変化し得る。光、特に波長４５０～４８０ｎｍの青い光は、概日リズムおよび生体時
計の強力な調節器である。
【００１０】
　外性および内性要因は、概日リズムに影響を及ぼし得る。睡眠に影響を及ぼす外性要因
は、体内時計によって調節される概日の恒常的な要因の結果として生じる。睡眠に影響を
及ぼす外性要因は、ライフスタイルまたは環境パラメータの結果として生じる。睡眠を促
す恒常的な要因は、長時間起きているほど睡眠の必要性が増加することを示している。
【００１１】
　中核体温は、概日リズムの関数として変化する。夜寝朝起きの睡眠パターンを励行し、
８時間を睡眠に当て、１６時間起きている人は、自分の中核温度が１９：００から２３：
００の間にピークに達し、入眠までに時間がかからず、眠っている間の０３：００から０
６：００の間に中核温度が最低となることが分かるであろう。中核体温は一般的に、ユー
ザが目覚めているときに徐々に上昇し、およそ３７～３７．６℃のピーク値に戻る。人に
よっては午後に、典型的には１４：００から１６：００の間に若干の体温低下を経験する
。しかしながら、誰もがこの昼下がりの落ち着きを経験するわけではない。中核体温は能
力と密接に相関し、中核体温が高くなれば、一般的にはより高い能力と相関し、中核体温
が低くなれば、一般的にはより低い能力と相関する。
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【００１２】
　人はそれぞれ異なった概日の振幅および概日のフェーズを示すことがしばしばある。あ
る人は、朝に一貫して調子が良好であり、また別の人は、夜に一貫して調子が良好である
。これは、個々の生体時計の概日リズムにおける内因性の差の直接的な結果である。概日
の振幅は、概日周期の経過を通して仮定され得る値の範囲、例えば中核体温の範囲を意味
し、概日のフェーズは、当該概日周期における任意の点、例えば一日毎にユーザが起きる
時間を意味する。
【００１３】
　概日リズムを知ることは、正常および異常睡眠を理解するための基本的な情報が得られ
ることでもあるので重要である。これはまた、人体の生物学的機能および生理学的機能に
対する見識をもたらすものである。さらに、概日リズムを知ることは、ユーザが一日のど
の時点で最適な機能状態（functioning ability）に達するかを知る一助となる。
【００１４】
　睡眠および睡眠ポリグラフを監視する‘最良の基準（gold standard）’である方法は
、脳波記録法（ＥＥＧ）、眼電図記録法（ＥＯＧ）、筋電図記録法（ＥＭＧ）、心電図記
録法（ＥＣＧ）、および、腹部と胸部との呼吸運動を記録するために、体に取り付けられ
た複数の電極を用いる侵襲的手法である。血中酸素飽和レベルおよび鼻からの空気の流れ
を測定するために、さらなるセンサが用いられ得る。手順が複雑なため、睡眠ポリグラフ
は、管理下にある睡眠実験室において熟練した専門家によってはじめて正常に行われる。
この手順は侵襲的であり、時間もかかり、不快なものであり、被験者が通常の夜と同様に
眠るのを実質的に妨げる可能性がある。
【００１５】
　加速測定器を用いて体の運動全体を記録することによって被験者の特定の睡眠パラメー
タを調査するために、挙動記録も用いられ得る。腕時計の大きさの挙動記録器は、被験者
の手首または足首に装着される。一晩中装着することで、就寝時間（ＴＩＢ）および合計
睡眠時間（ＴＳＴ）などのいくつかの睡眠パラメータを予測するために用いられ得る。し
かしながら、不眠症の被験者は長時間じっとしていることが非常に楽であることが多いの
で、このような被験者の睡眠量を過大に見積もってしまう可能性がある。挙動記録は、日
中の活動の一般的なレベルを監視するためには有効である。
【００１６】
　睡眠ポリグラフおよび／挙動記録評価のために、被験者はたいてい以下のような詳細情
報を用いることが求められる。何時にベッドに就いたか、何時に眠くなったか、何時に目
が覚めたか、何時にベッドから出たか、夜間覚醒が何回あったか、夜間覚醒の時間および
その理由、覚醒後に再び睡眠に入るに要した時間、日中に昼寝をしたかどうか、などであ
る。また、以下のライフスタイルデータも用いられる。運動に費やした時間の量、摂取し
たアルコールの量、摂取したカフェインの量、知覚されるストレスレベル、何らかの薬物
（睡眠薬を含む）を摂取したかどうか、いつそのような薬物を摂取したか、ベッドに就く
直前に重い食事をしたかどうか、などである。このアプローチにはいくつかの問題が伴う
が、これは特に、与えられる質問が非常に主観的だからである。例えば、被験者が最初に
眠ったとき、眠りに就くまでどのくらいの時間がかかったか、または、夜間覚醒後に再び
眠りに就くまでどのくらいの時間がかかったかを正確に記録することが常に可能なわけで
はないということは周知である。不眠症患者は、再び眠りに就く前にベッドにおいて覚醒
状態で横たわっていることに費やす時間の量を過剰に見積もることが多い。その結果、睡
眠日記がしばしば不正確なものとなり得る。次に、これは睡眠の専門家が興味を示してい
るパラメータ、例えば合計睡眠時間（ＴＳＴ）、就寝時間（ＴＩＢ）、入眠潜伏時間（Ｓ
ＯＬ）、入眠後覚醒（ＷＡＳＯ）、入眠後覚醒回数（ＮＷＡＫ）、および睡眠効率（ＳＥ
）などにおける不正確さに帰結し得る。
【００１７】
　患者はまた、自分の疲労に対する知覚を判定するために科学的に作成された多くの質問
事項に書き込むことが求められる。エプワース眠気尺度（ＥＳＳ）テストは、単に疲労を
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傾向があるかということをテストする。質問におけるタスクが直接患者に当てはまらない
場合でも、患者がその状況にあるとしたらどのように影響を受けるかということを見極め
ようとする必要がある。スタンフォード眠気尺度（ＳＳＳ）は、患者がどの程度敏感にな
っているかということを評価するための簡単な方法である。たいていの人間は、それぞれ
の概日リズムに依存する日々の敏感さ（alertness）において２つのピーク時を有する。
【００１８】
　認識される睡眠の質に関する他の質問には、睡眠質問の機能的結果（ＦＯＳＱ）、ピッ
ツバーグ睡眠の質指標（ＰＳＱＩ）、国際下肢静止不能症候群研究グループ質問（ＩＲＬ
ＳＳＧ）、病院不安および鬱尺度（ＨＡＤＳ）、および一般的な睡眠衛生質問が含まれる
。
【００１９】
　不眠症を患っている患者に対して、いくつかの精神的質問も処方され得る。ベック鬱リ
スト（ＢＤＩ）、スピールバーガー状態－特性不安リスト、気分の状態の履歴および簡単
な症状リストが処方され得る。
【００２０】
　知覚された疲労を監視することに加えて、睡眠の質を追跡するために精神的疲労も監視
され得る。複雑なタスクのある側面では、睡眠不足または睡眠障害によって影響が及ぼさ
れ、特に、異なる角度からの思考を行う能力に影響が及ぼされる。精神疲労は、認知機能
および記憶を損ない得る、能力および敏感さの低下に関係している。（敏感さは、選択的
かつ持続的な注意力を意味するものとして定義され、能力は認知能力に関係している）。
したがって、疲労の客観的測定は、認知テストおよび精神運動テストなど、様々な神経行
動学的評価を用いて行われ得る。
【００２１】
　認知テストおよび精神運動テストには、反応時間を測定する文献（“一晩４～５時間に
限定された睡眠を１週間続けた際の、蓄積された眠気、気分障害、および不眠症による精
神運動能力の低下”、Ｄｉｎｇｅｓ　ｅｔ　ａｌ、Ｓｌｅｅｐ、２０、２６７-２７７、
１９９７）において十分に確立された方法である、精神運動における不眠症を起こさせる
タスク（ＰＶＴ）が含まれる。上記反応時間は、敏感さの機能として変化する。そして、
色の名前を言うよりも速く、自動的に言葉を読み上げる能力を利用するストループカラー
ワードテストも含まれる。
【００２２】
　認知能力および精神運動能力を監視するために用いられ得るタスクの詳細なリストを表
１～表３に示す（‘複合化学物質過敏症における認知テストおよび精神運動能力テスト、
並びに実験計画’、Ａｎｔｈｏｎｙ　Ｗｅｔｈｅｒｅｌｌ、Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ
　Ｈｅａｌｔｈ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ、Ｖｏｌ　１０５、補足２、１９９７年３月
）。
【００２３】
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【表１】

【００２４】
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【表２】

【００２５】
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【表３】

【００２６】
　概日リズムについての情報はまた、認知テストから確立され得る。認知能力、中核体温
、および特定のホルモンを含む多くの神経行動学的および身体的機能が、概日リズムの機
能として全て変化する。特に、短期的記憶、認知能力、および敏感さは全て、個々の概日
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リズムに対して変化する。足し算タスク、数字記号引き算タスク、プローブ再生タスク、
および精神運動における不眠症タスクは全て、概日リズム内で変化することが示されてい
る。これらの変化はまた、個々の中核体温と密接なつながりを有する。（参考文献：‘Ｐ
ｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　ａｎｄ　ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　ｓｌｅｅｐ　ｍｅｄｉｃｉｎｅ
、第４版’、Ｍｅｉｒ　Ｈ．Ｋｒｙｇｅｒ、Ｔｈｏｍａｓ　Ｒｏｔｈ、Ｗｉｌｌｉａｍ　
Ｃ．Ｄｅｍｅｎｔ、Ｅｌｓｅｖｉｅｒ　Ｓａｕｎｄｅｒｓ　ＩＳＢＮ０－７２１６－０７
９７－７）
　最も認知的なタスクを知ることができない、すなわち、より速い反応時間を知ることが
できないということが一般的に認められている一方、短時間で急速な改善を可能にするタ
スクと関連する練習効果が存在し得る。認知能力から概日リズムについての情報を正確に
判定するため、また、練習効果を考慮に入れるために、ユーザは評価の前に漸近的レベル
まで訓練される必要がある。
【００２７】
　薬剤化合物の消費によって、認知能力の対応する増加または減少に関連し得る、または
関連し得ない睡眠の質に影響が及ぼされ得る。これには、処方薬および違法な薬物が含ま
れる。例えば、カフェインは短期間に敏感さを増加させる上で非常に良いが、睡眠障害を
悪化させ得る。
【００２８】
　一般的な睡眠衛生を改善することは、低い睡眠の質に苦しむ人に勧められることが多い
。これによって、睡眠を促進する行動を促し、睡眠を阻害する行動を控えさせることがで
きる。ダイエット、運動、およびストレスレベルを含めて、睡眠の質に影響を与え得るラ
イフスタイルの特定の側面が存在する。温度、光、湿度、および快適さなどの環境的要因
も、睡眠の質に影響を与え得る。睡眠衛生には、特定の個人について、これらの要因のう
ちのどれが睡眠を促進させるか、または睡眠を阻害するかを特定することと、良質の睡眠
を積極的に促進するルーチンを確立することが含まれる。
【００２９】
　良好な睡眠衛生にはまた、期待を管理することが含まれる。歳をとるにつれて、睡眠は
短く浅くなり、だんだん細切れになっていく。いくつかの例では、実際に７時間半が特定
の個人にとって十分適切な時間である場合に、一晩８時間睡眠が良好な健康のために必要
であるという期待によって睡眠問題が悪化する。
【００３０】
　人の睡眠に対する満足感は、睡眠中に体の中で発生する生理的変化と、睡眠の役割に対
する文化的および個人的信念とが組み合わさったものであり、生活、生活における出来事
、個性、および気分に寄与する。以下の要因は、睡眠パターンを改善する一助となり得る
。
・一定の睡眠／覚醒スケジュールを維持すること。
・リラックスできる就寝ルーチンを行う、例えば、読書の後に温かい風呂に入ること。
・就寝間際にカフェイン、アルコール、およびニコチンを避けること。
・定期的に運動すること（就寝直前の運動は避けること）。
・就寝前の約２～３時間前には食事を終えること。
・寝室は睡眠のみのために使用すること。
・暗く、静かで、快適、かつ涼しい、睡眠導入環境を作ること。
・快適なマットレスおよび枕で眠ること。
・リラクゼーション法を実行すること。
【００３１】
　大多数の人の睡眠／覚醒スケジュールは、働いているときと働いていないとき（例えば
週末）とで異なる睡眠／覚醒スケジュールとなることが多いが、一定の睡眠／覚醒スケジ
ュールを守ることは特に重要である。休日に、著しく異なる睡眠／覚醒ルーチンを行うと
、個々人が仕事に戻ったときにより一層疲れを感じるようになる。
【００３２】
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　一定の睡眠／覚醒スケジュールは子供にとって特に重要であるが、交代勤務従業員や、
複数時間帯を横切って旅をする人は、自分たちの不定期なルーチンが、経験する睡眠の質
にマイナスの影響を与えているということが分かる。
【００３３】
　睡眠の質を改善するために、現在、多数の行動計画が存在している。最も一般的な行動
計画は、睡眠制限または不眠症（ＣＢＴｉ）用の認知行動療法を受けるよう勧められ得る
不眠症者のためのものである。典型的には、これには、患者がベッドに就いたとき確実に
眠れるようにするために、一晩の眠りに対して必要と考える時間数に、ベッドで過ごす時
間の量を制限すること（ただし、決して５時間未満にならないこと）が含まれる。これは
、睡眠と寝室との間の積極的なつながりを再構築する一助となる。患者は、調整中に昼寝
または睡眠をとることを許されない。ユーザの睡眠効率のスコアが８０％を上回った状態
で維持されると、正常ルーチンが確立されるまで、ユーザがベッドで費やすことのできる
時間の量が次第に増やされる。これに加えて、患者がベッドに就いて１５分以内に眠らな
ければ、ベッドから出なくてはならず、眠れるほど十分に疲れるまで寝室へは戻れない。
【００３４】
　［先行技術文献］
　ここに含まれる参考文献リストは、本発明と関連するもののさらなる背景を説明するも
のであり、以下に示される文献は、特に注意が必要なものであると思われる。
【００３５】
　米国特許第６、４６８、２３４号（２００２年１０月２２日）、“スリープスマート”
は、シートに埋め込まれた複数のセンサから睡眠の質を示す指標を判定することを記載し
ている。センサは、様々な特性の中でも、被験者の位置、温度、および運動を監視するこ
とができる。センサからのデータは、質問表の使用を通して集められたライフスタイルデ
ータと相関される。質問表は、例えば、被験者が自分の睡眠をいかによく知覚しているか
、いつ最後の食事を摂ったか、ストレスレベルの予測、並びに、アルコールおよびカフェ
インの消費について、主観的フィードバックを行うために用いられる。ユーザが起きてい
る間、敏感さについての客観的測定は記録されない。
【００３６】
　米国特許出願公開第２００５／００４２５８９号（２００５年２月２４日）、“睡眠の
質のデータ収集および評価”は、睡眠の質のデータを収集するための方法を説明している
が、少なくとも部分的埋め込み方式で睡眠の質のデータが収集される。睡眠の質と関連す
る生理学的パラメータおよび非生理学的パラメータが測定される。患者は、知覚される睡
眠の質、タバコの使用、および自ら認める他の状態についての情報を入力することができ
る。ユーザが起きている間、敏感さの客観的測定は記録されない。
【００３７】
　国際公開第２００５／０６６８６８号（２００５年７月２１日）、“睡眠および環境制
御方法並びにシステム”は、ユーザが眠っている間に客観的環境データを収集し、ユーザ
が起きているときに収集された主観的データと相関させ、その結果に基づく睡眠環境を修
正することを記載している。ユーザが起きている間、敏感さの客観的測定は記録されない
。
【００３８】
　国際公開第２００８／０９６３０７号（２００８年８月１４日）、“睡眠管理システム
”は、ユーザが眠っている間に客観的データを集め、それをユーザが起きているときの主
観的データと相関させ、睡眠を改善するための提案を行う。ユーザが起きている間、睡眠
の質の客観的測定は記録されない。
【００３９】
　米国特許第６、７４３、１６７号（２００４年６月１日）、“挙動記録からのデータを
用いて人間の認知能力を予測するための方法およびシステム”は、将来の挙動記録の使用
においてタスクを実行するための人間の認知能力を判定することを記載している。個人の
睡眠／覚醒履歴、タスクが行われた時刻およびタスクにかけられた時間の量に基づいて、
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個々人について能力が予測される。上記特許は、予め規定された関数である認知能力指数
を規定する（すなわち、ユーザについての任意の情報が確立される前に基準が設定される
）。（将来において）特定のタスクを実行する最適な能力を実現するように、ユーザの睡
眠／覚醒パターンを、ユーザが変更するよう試みることを提案しているが、どのようにす
ればこれが実際に達成し得るのかについては記載していない。上記特許は、ユーザの睡眠
の質、または生活の質を向上させることを目指していない。日中の能力における変化は、
人によって異なり得るものであり、このため、予測的モデルは異なる個々人に等しく適用
することはできない。ルーチン、薬物療法、運動量における変化の予測的効果と、認知能
力における食事の変化の予測的効果とは、容易に判定できるものではなく、ここでは説明
しない。
【００４０】
　欧州特許出願公開第１６１８９１３号（２００６年１月２５日）、“不眠症評価および
自動化された睡眠行動修正のための装置”は、睡眠衛生における周知の側面を網羅する自
動化された睡眠行動修正および行動療法のための装置を記載している。上記装置は、被験
者の手首に取り付けられることが好ましく、被験者は、ユーザが眠っているか起きている
かを判定するコンピュータからの注意に反応する。上記装置は、ユーザが眠っている間は
環境的パラメータまたは生理学的パラメータを監視せず、ユーザが起きている間は主観的
パラメータまたは客観的パラメータを測定しない。
【００４１】
　米国特許第７３６６５７２号（２００８年４月２９日）、“睡眠の質に基づく制御療法
”は、患者の睡眠の質を示す１つ以上の指標についての値を判定する埋め込み型医療装置
を記載している。この特許は、ユーザが起きている間は客観的パラメータを測定しない。
【００４２】
　米国特許出願公開第２００８／０１５７９５６号（２００８年７月３日）、“電子装置
を用いて睡眠を監視するための方法”は、センサ装置から移動通信装置を介して睡眠セン
サ信号を取得する方法を記載している。１つの実施形態では、携帯電話が短距離無線接続
を介して睡眠センサ（例えば、圧力センサ）からデータを受信する。１つの実施形態では
、ユーザが自分の眠りについてどう感じているか、いつ疲労を感じ始めるか、たくさん食
べているか、スポーツに励んでいるか、また他の一般的なライフスタイルデータを評価す
べく質問を与える。さらに、様々な家庭用品もまた、携帯電話における睡眠データの機能
として自動的に作動し得る、例えば、コーヒーマシーンをオンするなどの動作がこれに該
当する。睡眠の客観的測定は、ユーザが起きている間は行われない。
【００４３】
　米国特許出願公開第２００６／０２２４０４７号（２００６年１０月５日）、“眠気予
測装置および眠気予測方法”は、睡眠履歴およびユーザからの主観的フィードバックに基
づく眠気予測装置を記載している。ユーザが眠っている間は環境的パラメータを監視せず
、ユーザが起きている間は客観的パラメータを測定しない。センサが指に取り付けられた
状態で、上記装置が手首に装着される。
【００４４】
　米国特許第５、４７９、９３９号（１９９６年１月２日）、“睡眠検出装置”は、赤外
線センサまたは寝具に設けられる圧電素子を含むセンサ、例えば、体の運動によって変形
するようにマットレスの表面に固定されるものを採用することによって、体に接触するこ
となくベッド上の人間の運動を検出する方法を説明している。しかしながら、人間につい
てのこのようなセンサからのデータを、起きている時間における同じ人間についての認知
の客観的テストデータおよび／または精神運動能力に相関させるという議論は、睡眠の質
を評価し、これを改善するための提案を作成するという観点からは行われていない。
【００４５】
　個人の睡眠／覚醒ルーチンの信頼できる説明を与え得る民生用システムに対する必要性
は依然として存在する。人の睡眠についての正確な説明を得るためには、概日のおよび恒
常的な要因に影響し得る内性および外性の要因が考慮に入れられる必要がある。これらの
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要因に対して徹底して詳細に取り組んでいる従来技術はない。本発明は、認知能力を、非
侵襲的構成における環境的、生理学的、およびライフスタイルの影響と相関させ得るシス
テムを説明する。
【発明の概要】
【００４６】
　睡眠の質を確立するには、ユーザの睡眠構造を判定するのみならず、ユーザが自分の睡
眠にどう感じているかを質問することが含まれる。これは、どのようにライフスタイルが
睡眠の状態に影響を及ぼすかということと、起きているときにそれがどのように能力に関
わってくるかということを相関させる。睡眠の質は、生活の仕方の変化によって影響され
る。睡眠および睡眠に影響を及ぼす要因についての基本的な理解を確立するために、調整
された環境で専門家によって科学的実験が行われてきたが、個人の睡眠の質および行動と
、日中どのように行動しているかについての客観的測定とを相関させ得る個別システムの
必要性が依然として存在している。本発明は、１つの側面において以下の方法を提供する
ことによってこの問題を解決する。その方法は、ユーザの睡眠を管理する方法であって、
（ｉ）少なくとも１つのセンサを用いて、ベッドに就いているときの前記ユーザの睡眠の
質に関連する客観的パラメータであって、生理学的パラメータおよび環境的パラメータか
ら選択され、少なくとも前記ユーザの運動および／または前記ユーザの脳の活動を示す電
気信号を含む１つ以上の客観的パラメータを監視するステップと、（ｉｉ）センサユニッ
トを用いて、前記少なくとも１つのセンサから信号データを収集し、前記信号データを処
理手段に通信するステップと、（ｉｉｉ）携帯型ユーザ双方向装置を用いて、起きている
ときの前記ユーザから認知能力および／または精神運動能力を示す客観的テストデータを
収集し、前記客観的テストデータを前記処理手段に通信するステップと、（ｉｖ）センサ
ユニットデータと認知データおよび／または精神運動データとの両方を考慮に入れる少な
くとも１つの結合睡眠表示指標を生成するために、または、睡眠指標もしくは睡眠の質の
指標とともに認知能力指標および／または精神運動能力指標を生成するために、前記セン
サユニットおよび前記携帯型ユーザ双方向装置からのデータを処理するステップと、（ｖ
）前記ユーザに表示するための前記ユーザの睡眠行動に関する情報を、前記携帯型ユーザ
双方向装置において受信するステップとを含むものである。
【００４７】
　本発明は、他の側面において、以下の睡眠管理システムを提供する。そのシステムは、
睡眠管理システムであって、（ｉ）ベッドに就いているときのユーザの睡眠の質に関連す
る客観的パラメータであって、生理学的パラメータおよび環境的パラメータから選択され
、少なくとも前記ユーザの運動および／または前記ユーザの脳の活動を示す電気信号を含
む１つ以上の客観的パラメータを監視する少なくとも１つのセンサと、（ｉｉ）前記少な
くとも１つのセンサから信号データを収集し、前記信号データを処理手段に通信するセン
サユニットと、（ｉｉｉ）起きているときの前記ユーザからの認知能力および／または精
神運動能力を示す客観的テストデータを収集し得るものであり、さらにデータを前記処理
手段に通信し、前記ユーザに表示される前記処理手段からの情報を受信する携帯型ユーザ
双方向装置と、（ｉｖ）前記センサユニットおよび前記携帯型ユーザ双方向装置からのデ
ータを処理し、それによってセンサユニットデータと認知データおよび／または精神運動
データとの両方を考慮に入れる少なくとも１つの結合睡眠表示指標、または、睡眠指標も
しくは睡眠の質の指標とともに認知能力指標および／または精神運動能力指標が、前記携
帯型ユーザ双方向装置を介して前記ユーザに表示され得るものである。
【００４８】
　本発明の他の側面は、以下の方法を提供する。その方法は、ユーザの睡眠を管理する方
法であって、（ｉ）処理手段において、少なくとも１つのセンサから、ベッドに就いてい
るときの前記ユーザの睡眠の質に関連する客観的パラメータであって、生理学的パラメー
タおよび環境的パラメータから選択され、少なくとも前記ユーザの運動および／または前
記ユーザの脳の活動を示す電気信号を含む１つ以上の客観的パラメータを示す信号データ
を受信するステップと、（ｉｉ）前記処理手段において、起きているときの前記ユーザか
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ら認知能力および／または精神運動能力を示す客観的テストデータを受信するステップと
、（ｉｉｉ）前記処理手段において、センサユニットデータと認知データおよび／または
精神運動データとの両方を考慮に入れる少なくとも１つの結合睡眠表示指標、または、認
知能力指標および／または精神運動能力指標を生成するステップと、（ｉｖ）前記ユーザ
の睡眠行動に関する情報を、前記ユーザに表示するための携帯型ユーザ双方向装置に送信
するステップと、を含むものである。
【００４９】
　以下、図面を参照して、本発明をさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明での使用に適するセンサユニットの一実施形態のブロック模式図である。
【図２】本発明での使用に適する携帯型ユーザ双方向装置の一実施形態のブロック模式図
である。
【図３】本発明での使用に適する処理ユニット（１６）の一実施形態のブロック模式図で
ある。
【図４】センサユニット、携帯型ユニット、および処理ユニットの間の通信を詳述する図
である。
【図５】どのように上記システムが他の外部装置、例えばラップトップと通信し得るかを
詳述する図である。
【図６】周辺ノイズセンサからのデータを収集する一実施形態を教示する図である。
【図７】運動センサからのデータを収集する一実施形態を教示する図である。
【図８】ユーザ入力の一方法を示す図である。
【図９】ユーザ入力の第２方法を示す図である。
【図１０】ユーザ入力の第３方法を示す図である。
【図１１（ａ）】基準認知能力を判定するための方法を示す図である。
【図１１（ｂ）】基準認知能力を判定するための方法を示す図である。
【図１２（ａ）】実施効果を説明するための方法を示す図である。
【図１２（ｂ）】実施効果を説明するための方法を示す図である。
【図１２（ｃ）】実施効果を説明するための方法を示す図である。
【図１３】上記システムのモードＩの一実施形態を教示する図である。
【図１４】上記システムのモードＩＩの一実施形態を教示する図である。
【図１５】上記システムのモードＩＩＩの一実施形態を教示する図である。
【図１６】上記システムのモードＩＶの一実施形態を教示する図である。
【図１７】上記システムのモードＶの一実施形態を教示する図である。
【図１８】行動の変化が実行される一実施形態を教示する図である。
【図１９】反応時間と知覚される敏感さとの間の１つの関係を教示する図である。
【図２０】反応時間と時刻との間の１つの関係を教示する図である。
【図２１】圧電ケーブルと、周辺光センサを介して収集される周辺光とを用いて記録され
るユーザの運動データを示す図である。
【図２２】本発明の一実施形態に係る方法における主要なステップを示すブロックフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　睡眠の質に影響を及ぼし得る異なるパラメータ、または睡眠の質を示す異なるパラメー
タを監視する複数のセンサケーブルを設けることは、一般的に好適とされている。センサ
ユニットは、運動センサからのデータ、また、温度、ノイズ、湿度および光などのパラメ
ータのためのセンサからのデータを収集することが好ましい。携帯型ユーザ双方向装置は
、認知能力に関する睡眠の客観的測定と、それに伴う概日リズムを記録し、知覚される敏
感さおよびライフスタイルデータなどの主観的測定も必要に応じて記録し得る。
【００５２】
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　客観的センサデータ、日中に収集された客観的かつ必要に応じて主観的データから、上
記システムは、ユーザの睡眠と認知能力および／または精神運動能力とを含む少なくとも
１つの指標を決定する、または、ユーザの睡眠と認知能力および／または精神運動能力に
ついての情報をともに含む２つ以上の指標を決定する。上記システムは、センサユニット
からのデータと認知データおよび／または精神運動データとの両方を考慮に入れる少なく
とも１つの結合睡眠表示指標（combined sleep indicator metric）を生成し得る、また
は、個別の睡眠指標もしくは睡眠の質の指標とともに認知能力および／または精神運動能
力を生成し得る。上記システムは、結合睡眠表示指標、または、認知能力指標および／ま
たは精神運動能力指標および個別の睡眠の質の指標を、携帯型ユーザ双方向装置を介して
ユーザに表示する。睡眠の質を改善するために自分の行動を調整するように、ユーザは上
記指標によって与えられる情報をどのように用いるかを決定することができる。ユーザは
また、睡眠の質を改善する一助となり得るさらなる情報にアクセスできることが好ましい
。例えば、携帯型ユーザ双方向装置は、例えば、お勧めの行動プログラムおよび／または
、もし従えばユーザの睡眠の質の改善をもたらすであろうユーザのための行為を含むさら
なる情報を表示し得る。さらに、ユーザは睡眠の質および生活の質を改善するために、行
動調整を補助するための携帯型装置の利用を決めることができる。
【００５３】
　認知能力および／または精神運動能力の客観的測定は、個人の概日リズムについての情
報を得ることができるので有用である。この情報は、ユーザが自分のライフスタイルおよ
び睡眠パターンを最適化するために用い得る情報である。能力の客観的測定はまた、睡眠
の質の改善を数値化する一助になり得るので有効である。ユーザが現在の認知能力レベル
および／または精神運動能力レベルと前の認知能力レベルおよび／または精神運動能力レ
ベルとを比べることを可能にする認知能力指標および／または精神運動能力指標が確立さ
れ得る。
【００５４】
　上記システムは、センサユニットと通信する、もしくはそのユニットと一体である複数
のセンサと、携帯型ユーザ双方向装置と、そのセンサユニットの外部に備えられ得る、も
しくは外部処理ユニットとしての携帯型装置であり得る処理手段と、を含み得る。それは
、広域ネットワーク、好ましくはインターネットを介してアクセス可能なソフトウェアサ
ービスの形態をとってもよい。
【００５５】
　図２２は、本発明の一実施形態に係る、ユーザの睡眠を管理する方法における主要なス
テップを示すフローチャートである。まず、上記方法は、少なくとも１つのセンサ（例え
ば、図１を参照して以下に説明する１つ以上のセンサ（２ａ～２ｅ））を用いて、ベッド
に就いているときのユーザの睡眠の質に関連する１つ以上の客観的パラメータを監視する
ステップを含む（Ｓ２２１０）。上記パラメータは、生理学的パラメータおよび環境的パ
ラメータから選択され、少なくともユーザの運動および／またはユーザの脳の活動を示す
電気信号を含む。
【００５６】
　次に、上記方法は、センサユニット（例えば、図１を参照して以下に示すセンサユニッ
ト（１））を用いて、上記少なくとも１つのセンサから信号データを収集し、その信号デ
ータを処理手段（例えば、図３を参照して以下に示す処理手段（１６））に通信するステ
ップを含む（Ｓ２２２０）。
【００５７】
　次に、上記方法は、携帯型ユーザ双方向装置（例えば、図２を参照して以下に示す携帯
型ユーザ双方向装置）を用いて、起きているときのユーザからの認知能力および／または
精神運動能力を示す客観的テストデータを収集するステップと、その客観的テストデータ
を上記処理手段に通信するステップとを含む（Ｓ２２３０）。
【００５８】
　必要に応じて、上記方法は、上記客観的テストデータを、上記ユーザ双方向装置を介し
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て入力され得る睡眠関連パラメータについてのユーザからの主観的フィードバックで補う
ステップをさらに含む（Ｓ２２４０）。
【００５９】
　次に、上記方法は、センサユニットデータと認知データおよび／または精神運動データ
との両方を考慮に入れる少なくとも１つの結合睡眠表示指標を生成するために、または、
睡眠指標もしくは睡眠の質の指標とともに認知能力指標および／または精神運動能力指標
を生成するために、上記センサユニットおよび上記ユーザ双方向装置からのデータを処理
するステップを含む（Ｓ２２５０）。
【００６０】
　次に、上記方法は、ユーザに表示するためのユーザの睡眠行動に関する情報を、携帯型
ユーザ双方向装置において受信するステップを含む（Ｓ２２６０）。ユーザに表示を行う
携帯型ユーザ双方向装置に対して処理手段から送信されるユーザの睡眠行動に関する情報
は、その一例として、生成された指標を含み得る。または、上記情報は、指標から導出さ
れる情報を含み得るが、指標そのものは含まない。さらなる例として、上記情報はその上
、またはその代わりに、センサユニットによって収集される元のデータのいくつか、また
は全てを含み得る、および／または、携帯型ユーザ双方向装置に入力を行い得る（Ｓ２２
７０）。
【００６１】
　好ましくは、上記方法は、その後の上記結合睡眠表示指標の生成を繰り返すステップ、
または、その後の睡眠指標もしくは睡眠の質の指標とともに認知能力指標および／または
精神運動能力指標の生成を繰り返すステップを含む。その後１回以上指標を生成すること
によって、最初に得られる睡眠指標とその後に得られる睡眠指標との比較から、ユーザ自
身が行った行動の変化がユーザの睡眠の質の改善につながったかどうかを知ることができ
る。
【００６２】
　望ましくは、センサユニット（１）は、少なくとも１つのセンサ、より好ましくは複数
のセンサ（２ａ～ｅ）と、センサ（４）からの入力を記録するための手段と、必要に応じ
てデータ処理を行うためのハードウェアおよび／またはソフトウェアと、携帯型ユーザ双
方向装置からデータを受信する処理手段に対してデータの送受信を行うためのネットワー
ク接続部（６）とを含む。図１は、本発明での使用に適するセンサユニット（１）の一実
施形態を示す。図１のセンサユニット（１）は、１つ以上のセンサからデータを収集する
。この例においては、運動センサ、温度センサ、周辺ノイズセンサ、湿度センサ、および
光センサ（２ａ～２ｅ）を含む複数のセンサからデータを収集し、各センサから複数のア
ナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）（７）を介してプロセッサへデータを供給する。処理
されたセンサデータは、リアルタイムクロック（４）によって与えられる時間コードとと
もにメモリ（５）に記憶され、ネットワーク接続部（６）を介して、例えば図３に示す処
理ユニットなどの外部の処理手段に送信される。センサはセンサユニットと一体として示
されているが、１つ以上のセンサはセンサユニットの外部に設けられ、ケーブルまたは無
線接続を介してセンサユニットに接続され得る。例えば、運動センサは、ユーザのベッド
に設けられ、ケーブルによってセンサユニットと接続される圧電素子を含み、センサ信号
は図７に示すように処理され得る。
【００６３】
　センサユニットにおけるプロセッサ（３）は、好ましくは低周波にて（１Ｈｚのオーダ
ーで、例えば、０．１Ｈｚから１００Ｈｚにおいて）センサを繰り返しサンプリングする
。上記のように、センサユニットは、各センサデータの読み取りに対して時間コードを与
えるリアルタイムクロック（４）を含むことが望ましい。この場合、各センサの読み取り
は、時間コードとともにメモリ（５）に記憶され得る。時間コードは、各センサの読み取
りに対して、または、複数回のセンサの読み取り毎、例えば１００回の読み取り毎に対し
て記憶され得る。メモリに記憶されたセンサデータは、ネットワーク接続部（６）を介し
て処理手段に、例えば定期的にまたは要求に応じて送信される。記録されるデータ量が大
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きいので、処理手段に送信前にデータに対してさらなる処理を加えることが望ましい。内
部センサプロセッサ（３）はこのため、送信前にデータを圧縮し得る、または、睡眠指標
もしくは睡眠の質の指標を抽出するためにデータを分析し、データセット全体を送信する
かわりに、上記睡眠指標もしくは睡眠の質の指標を送信し得る。センサユニットは、直流
主電源プラグ（direct mains connection）またはバッテリーから電力が供給され得る。
センサユニットの他の実施もまた可能である。
【００６４】
　携帯型ユーザ双方向ユニット（８）は、ユーザと通信する手段（９）と、ユーザからの
情報を入力する手段（１０）と、ユーザからの入力を記録する手段（１１）と、必要に応
じて任意のデータ処理を行うためのハードウェアおよび／またはソフトウェアと、センサ
と通信する処理手段に対してデータの送受信を行うためのネットワーク接続部（１２）と
を含む。図２は、本発明での使用に適する携帯型ユーザ双方向装置（８）の一実施形態を
示す。図２の携帯型ユーザ双方向装置（８）は、ディスプレイスクリーン（９）と、ユー
ザ入力キーパッド（１０）と、メモリ（１１）と、外部の処理手段に対してデータの送受
信を行うためのネットワーク接続部（１２）とを有する。携帯型ユニットによって、ユー
ザは、ディスプレイ（９）と、キーボード（１０）、マウス、タッチスクリーン、ジェス
チャーカメラ、マイクロフォンなどの入力装置とを介して、システムとやりとりを行うこ
とができる。情報を検索してユーザに示し、ネットワーク接続部（１２）を用いてユーザ
入力に関するデータを送信するために、携帯型ユニットは処理手段と通信する。図２の携
帯型ユニットはまた、ユーザに警告を発したり注意を促したりするために用いられ得るス
ピーカー（１３）および振動ユニット（１４）を含む。バッテリー（１５）または同様の
パワーシステムは、携帯型ユニットに電力を供給するので、パワーソケットへのワイヤを
必要とせず容易に持ち運ぶことを可能にしている。携帯型ユーザ双方向ユニットの他の実
施もまた可能である。
【００６５】
　処理手段は、センサユニットおよび携帯型ユニットからのデータを分析するために、ハ
ードウェアおよび／またはソフトウェアを含み得る。それは、センサユニットまたは携帯
型ユニットのいずれかに設けられる処理ユニットであってもよく、または個別ユニット（
図３参照）であってもよい。いずれの場合でも、処理ユニット（１６）は、プロセッサ（
１７）と、メモリ（１８）と、（図４に示すように）センサユニットおよび携帯型ユニッ
トと通信するためのネットワーク接続部（１９）とを含んでいる。図３は、センサユニッ
トおよび携帯型ユーザ双方向装置からのデータを相関させるための、本発明での使用に適
する処理ユニット（１６）の一実施形態を示す。図３の処理ユニット（１６）は、プロセ
ッサ（１７）と、メモリ（１８）と、ネットワーク接続部（１９）とを含んでいる。
【００６６】
　システムを操作するための、また、先に説明した方法のいずれかを実行するためのプロ
グラムは、例えば周知のＲＯＭタイプの半導体メモリとして実施され得るプログラムメモ
リ（図３では図示せず）に記憶され得る。しかしながら、上記プログラムは、“フロッピ
ー（登録商標）ディスク”、ＣＤ－ＲＯＭ、またはＤＶＤ－ＲＯＭなどの磁気データキャ
リアのような任意の他のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶され得る。
【００６７】
　処理ユニットが外部ユニットの中に設けられると、それはインターネットなどの広域ネ
ットワークに接続されるソフトウェアサービスの形態をとり得る。処理ユニットが、イン
ターネットなどの広域ネットワークを介して携帯型ユーザ双方向装置およびセンサユニッ
トと通信するソフトウェアサービスの形態をとる場合、処理ユニットソフトウェアは、単
一のサーバコンピュータ、サーバクラスタ上に配置され得る、またはクラウドコンピュー
タサービスとして配置され得る。この場合、単一の処理ユニットは、複数のユーザを監視
するために用いられる複数の手持ち式センサユニットからのデータを記憶し、処理し得る
。処理ユニットの使用において、加入金または手数料が必要となる。処理ユニットはまた
、ユーザのデスクトップまたはラップトップコンピュータなどの他の表示装置と通信可能
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であり得る（図５）。センサユニットおよび携帯型ユニットは必要に応じて、これらの他
の表示装置と直接通信可能であり得る。さらに、睡眠の専門家にユーザのためにセンサデ
ータを調べさせることを含む追加のサービスが、ユーザに提供され得る。
【００６８】
　システムにおける３つの構成要素である、センサユニット、処理ユニット、および携帯
型ユニットの全ては、互いに通信可能なようにネットワーク接続部を含む。処理ユニット
がセンサユニットまたは携帯型ユニットのいずれかの中に配置されると、両ユニットが同
じネットワーク接続部を共有することになる。
【００６９】
　ＷｉＦｉ（８０２．１１）、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、および３Ｇを含むネットワーク技術は
、システムコポーネントをインターネットなどの広域ネットワークに接続するために用い
られ得る。センサユニットに適切である、または処理ユニットをソフトウェアサービスと
して収容する外部サーバに適切である有線ネットワーク技術には、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登
録商標）が含まれる。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、お
よび無線ＵＳＢを含む他の地点間ネットワーク技術もまた、センサユニット、携帯型ユニ
ット、および処理ユニットの間でネットワークを構築するために用いられ得る。選択肢と
してはまた、ユーザがインターネットへアクセスしないでシステムをセットアップすると
いう方法もある。
【００７０】
　センサユニット、処理ユニット、および携帯型ユニットを接続するネットワークは、携
帯型ユニットが有線接続を必要とせずユーザによって容易に持ち運び可能であるように、
無線であることが好ましい。有線接続は、センサユニットまたは処理ユニットに対して構
築し得る。
【００７１】
　センサユニットは、ベッドに就いているときのユーザの生理学的パラメータおよび寝室
の環境的パラメータを監視するために、複数のセンサからデータを収集することが望まし
い。これらは、運動センサを含み、また、温度、光、および周辺ノイズセンサのうちの１
つ以上、好ましくは全てを含み得る。運動センサは、被験者の呼吸および心臓の鼓動を記
録するために十分な感度を有し得る。したがって、例えば米国特許第５、４７９、９３９
号に記載されているように、好ましくは、ベッドに就いているユーザの下に設けられる圧
電素子を含む運動センサが用いられ得る。湿度センサおよび圧力センサなどの他のセンサ
は、所望であれば含まれ得る。センサは、ユーザの眠りを妨げないように、非侵襲性であ
り目立たないものであることが好ましい。
【００７２】
　プロセッサ（３）によって分析可能なデジタル信号を生成するために、センサは一般的
に、センシング素子（２ａ～２ｅ）およびアナログ-デジタル変換器（ＡＤＣ）（７）を
用いて実施される。センサ信号の増幅およびフィルタリングは初期に行われ得る。
【００７３】
　多くの異なる方法が、個人の運動を検出するために用いられ得る。これらには、上記の
ように圧電素子を含むセンサを用いることが含まれる。このようなセンサは、例えば米国
特許第５、４７９、９３９号に記載されているように、眠っている個人のマットレスの下
、またはマットレスの表面上に配置されるシート、ケーブル、またはフィルムを含む圧電
素子であってもよく、また、例えば米国特許第５、４７９、９３９号に記載されているよ
うに、容量性シート、眠っている個人のマットレスの下または上に配置されるケーブルま
たはフィルム、赤外線（ＩＲ）運動検出器であってもよく、無線周波数（ＲＦ）運動検出
器またはカメラであってもよく、これらによって体の運動を検出する。挙動記録装置も用
いられ得るが、性質上目立ってしまうのであまり好ましくはない。圧電シート、ケーブル
、またはフィルムが配置されることが好ましく、以下にさらに説明するように、ＡＤＣに
よってデジタル変換が行われる前の整流および積分を伴うＡＣ電圧信号の増幅およびフィ
ルタリングを実行するセンサに、図７に示す追加素子が存在することが望ましい。
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【００７４】
　運動の監視の代わりに、または運動の監視に加えて、睡眠関連情報がデータから判定で
きる場合、現在のシステムを用いて、例えばＥＥＧヘッドバンドまたは睡眠ポリグラフを
介して、脳の活動を示す電気信号を監視することも可能である。しかしながら、これらの
技術は、性質上目立ってしまうのであまり好ましくはない。
【００７５】
　温度センサは、サーミスタ、熱電対、または同様の装置を用いて実施され得る。光セン
サは、フォトダイオード、フォトレジスタ、および、適する増幅器、好ましくは対数増幅
器を用いて実施され得る。
【００７６】
　図６は、ユーザが眠っている間の環境ノイズまたは他のノイズを検出し得る周辺ノイズ
センサの実施を示す。ＣＤもしくは同様の音声記録装置の典型的なサンプリングレートお
よび精度で一晩中の周辺ノイズを記録するには、上記データを処理するために、大量の記
憶メモリと大量のＣＰＵ処理時間とを必要とする。このため、周辺ノイズセンサは、直近
の数秒において発生した周辺ノイズの大きさの特徴である、ゆっくりと変化する信号を生
成するように設計されていることが好ましい。この信号は、未処理の音声信号よりもはる
かに低い周波数（約１Ｈｚ）にてサンプリングされ得るため、センサユニットにおいて必
要とされる記憶容量および処理ユニットにおいて必要とされる処理容量は非常に少なくて
済む。
【００７７】
　小型マイクロフォンは周辺ノイズを検知し、小さなＡＣ電圧信号を生成する。これは、
音声周波数のみ（典型的には１００Ｈｚから２０ｋＨｚの間）を通過させる回路によって
増幅され、フィルタリングされる。増幅されたＡＣ信号は、異なる回路によって整流され
る。整流されたＡＣ信号は積分される。積分器は、数秒の時定数を有する。このように、
一秒より短い期間の音を示すＡＣ信号は、数秒間持続するＤＣ信号となる。このＤＣ信号
は、ＡＤＣによってデジタル信号に変換される。センサユニットにおけるプロセッサ（３
）は、ＡＤＣの出力をメモリ（５）に記録する。ＤＣ信号は数秒間持続するので、プロセ
ッサは１Ｈｚのオーダーの低周波数にてサンプリング可能であり、サンプリング期間に発
生するどんな音も逃さない。周辺ノイズセンサの他の実施は、上記システムにおいて用い
られ得る。
【００７８】
　図７はさらに、センサユニットプロセッサ（３）によって、低周波数にて（１Ｈｚのオ
ーダーのもの、好ましくは０．１Ｈｚから１００Ｈｚの間）サンプリングされ得るゆっく
りと変化する信号を生成するために、圧電フィルムまたはケーブルからの電気信号を処理
することが求められるシステムの実施を示す。周辺ノイズセンサと同様の理由で、低いレ
ートでのサンプリングは、センサユニットのメモリ（５）に記憶される少量のデータ量を
生成するのに有利である。
【００７９】
　図７を参照すると、ユーザの体の運動によって圧縮されるとき、圧電シート、フィルム
、またはケーブルは小さな電荷を生成する。ユーザの体は、（腕や足を動かすなど）全体
の身体的運動、または呼吸過程もしくは心臓の鼓動によるより小さな運動を生じる。この
運動データは、例えば限定するわけではないが、ベッドへ行く時刻、ベッドに就く時刻、
ベッドから出る時刻、入眠潜伏時間、睡眠構造、夜間覚醒回数、合計睡眠時間、入眠後の
覚醒、睡眠効率、心拍数、および呼吸などのパラメータを決定するために用いられるのが
好ましい。運動によって生じる小さな電荷は、圧電素子、例えばケーブルの容量を横切る
小さなＡＣ電圧信号として現れる。このＡＣ電圧信号は、運動、呼吸、および心拍の特徴
である低周波数（典型的に０．１Ｈｚよりも高く３Ｈｚよりも低い）のみを通過させる回
路によって増幅されフィルタリングされる。増幅されたＡＣ信号は整流される。整流され
たＡＣ信号は積分される。積分器は数秒の時定数を有する。このように、短い運動を示す
ＡＣ信号は、数秒間持続するＤＣ信号となる。このＤＣ信号は、ＡＤＣ（７）によってデ
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ジタル信号に変えられる。プロセッサ（３）は、ＡＤＣの出力をメモリ（５）に記録する
。
【００８０】
　処理手段は、１つ以上の睡眠指標を算出するためにセンサデータを分析し得る。“睡眠
指標”は、睡眠を説明するために用いられる標準測定値であり、合計睡眠時間（ＴＳＴ）
、就寝時刻（ＴＩＢ）、入眠潜伏時間（ＳＯＬ）、入眠後合計覚醒（ＷＡＳＯ）、および
入眠後覚醒回数（ＮＷＡＫ）などの１つ以上の要因についての情報を含む。主に、運動デ
ータは、１つ以上の睡眠指標を算出するために分析されるが、特に光およびノイズなどの
他のセンサデータはまた、睡眠指標を算出するために、運動データとともに用いられ得る
。
【００８１】
　その代わり、またはそれに加えて、処理手段は、１つ以上の睡眠の質の指標を算出する
ために、センサデータを分析し得る。“睡眠の質の指標”は、睡眠効率（ＳＥ）、大きな
運動（ＳＭ）、または睡眠細分化（ＳＦ）などのユーザの睡眠の質を説明するために用い
られ得る測定値である。睡眠の質の指標は、これらのうちの１つを測定し得る、または、
これらのうちの２つ以上のものの組み合わせに基づく指標であり得る。
【００８２】
　睡眠効率は、ベッドで睡眠に費やす時間の比率として規定され、以下のように算出され
得る。
【００８３】
　　ＳＥ＝ベッドで睡眠に費やされる合計時間／ベッドに就いている合計時間
　　　　＝ＴＳＴ／ＴＩＢ
　合計睡眠時間（ＴＳＴ）は、以下の式を用いて算出され得る。
【００８４】
　　ＴＳＴ＝ＴＩＢ－ＳＯＬ－ＷＡＳＯ
　睡眠効率（ＳＥ）は、数値が高ければ高いほど良質な睡眠であることを示すパーセンテ
ージとしてユーザに示され得る。
【００８５】
　大きな運動（ＳＭ）の睡眠の質の指標は、ユーザが眠っている間にとっている大きな運
動の回数に基づく睡眠の質の指標である。これは、一晩中の運動データを分析し、閾値を
設定し、この閾値を上回る運動回数をカウントすることによって達成される。このデータ
は、夜中の大きな運動の合計回数として、または、夜中１時間毎の大きな運動の回数とし
て、ユーザに示され得る。
【００８６】
　睡眠細分化（ＳＦ）の睡眠の質の指標は、ユーザの夜間睡眠がどのように細分化されて
いるかを監視するものである。これは、入眠後覚醒回数（ＮＷＡＫ）に基づき、これらの
覚醒の時間を含み得る。一実施形態では、この睡眠の質の指標は、例えば５分といった特
定の時間よりも長い覚醒をカウントし得る。この睡眠の質の指標は、夜中の合計覚醒回数
として、または１時間毎の平均覚醒回数として、ユーザに示され得る。
【００８７】
　または、睡眠の質の指標は、結合された睡眠の質の指標を得るために、１つ以上のこれ
らの指標を組み合わせ得る。一般的な場合、この結合された睡眠の質の指標は、上記およ
びその他の箇所で示される複数の指標の関数として算出される。
【００８８】
　　睡眠の質の指標＝ｆ（ＳＥ、ＳＭ、ＳＦ、．．．）
　例えば、一実施形態において、結合睡眠指標は、０から１００のスケールの睡眠効率（
ＳＥ）、０から１００のスケールの大きな運動（ＳＭ）、および０から１００のスケール
の睡眠細分化（ＳＦ）の合計として算出され得る。
【００８９】
　睡眠の質の指標＝ｓ（ＳＥ）＋ｓ（ＳＭ）＋ｓ（ＳＦ）
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　ｓ（）はスケーリング関数を示す。これにより、ユーザの睡眠の質を示す、０から３０
０の睡眠の質の指標が得られる。これは、上記の睡眠の質の指標に付随し得るものであり
、寝室の温度、不定期な“就寝”および“起床”時間、摂取したカフェインおよび／また
はアルコールの量などの要因を含み得る。
【００９０】
　他の睡眠の質の指標は、本方法およびシステムを用いて実施され得る。
【００９１】
　携帯型ユーザ双方向装置によって、ユーザが起きている間に、認知能力および／または
精神運動能力の測定が可能となる。これはまた、ユーザが自分の生活、および自分の都合
のよい時間においての睡眠の質についての主観的情報を入力することを可能にする。携帯
型ユーザ双方向装置は、専用のソフトウェアを有するハードウェアのカスタムピースとし
て実行され得る、または、携帯型ユーザ双方向装置の機能性は、汎用装置におけるソフト
ウェアとして実行され得る。携帯型ユーザ双方向装置は、専用の手持ち式装置、携帯電話
、腕時計、ブラックベリー、ＰＤＡ、ラップトップコンピュータ、ｅ－ブック、目覚まし
時計、または他の装置であってもよく、それらの装置の付加的な機能性を含む。さらに、
携帯型ユニットは、データをチャージまたは交換するために、センサユニットとドッキン
グされてもよい。ユーザ双方向装置はまた、例えば運動センサ、温度センサ、光センサ、
および湿度センサから選択される複数のセンサを含み得る。これらは、ユーザが起きてい
る間に、外性要因を監視するために用いられ得る。携帯型ユーザ双方向システムはまた、
内蔵型スピーカー、振動ユニット、メッセージングサービス、または他の警報装置を介し
て警報機能を提供し得る。ソフトウェアはまた、汎用装置のネットワーク接続部を利用し
得る。
【００９２】
　いくつかの実施形態では、睡眠管理システムを実施するためのハードウェアユニットの
組み合わせは、必要なセンサと、センサユニットと、認知能力および／または精神運動能
力を示す、起きているときのユーザから定期的または散発的に客観的テストデータを収集
することのできる携帯型ユーザ双方向装置とを含み得る。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、ハードウェアユニットの組み合わせにおいて、上記または各
携帯型ユーザ双方向装置は、数学的処理、論理的な推論、空間的処理、反応時間、トラッ
キング、注意／覚醒性、自己生成認知機能テスト、メモリテストから選択される１つ以上
のテストをユーザに示すことができる。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、ハードウェアユニットの組み合わせにおいて、上記または各
携帯型ユーザ双方向装置は、認知能力および／または精神運動能力を示す、ユーザが起き
ているときの活動を受動的に監視することができる。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、ハードウェアユニットの組み合わせにおいて、キーボードま
たはキーパッドを備え、タイピングの速度および／または精度を監視することができる。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、ハードウェアユニットの組み合わせにおいて、上記または各
携帯型ユーザ双方向装置は携帯電話である。
【００９７】
　認知能力指標および／または精神運動能力指標は、どのくらいうまく認知テストおよび
／または精神運動テストを行ったかを説明するために用いられる測定値である。認知能力
指標および／または精神運動能力指標の測定は、実施されたテストに基づく。例えば、反
応時間テストについての指標は、単一のテストの反応時間またはいくつかのテストにわた
る平均反応時間である。数学的処理、空間的処理、注意／覚醒性、または記憶に関するテ
ストについての指標は、正答率または所定時間内の正答率を示すものである。他の認知能
力指標および／または精神運動能力指標が、異なる認知または精神運動テストについて存
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在し得る。ユーザに表示される認知指標および／または精神運動指標は、実施されるテス
トに適している。本明細書で用いられるように、“能力指標”という用語は、認知能力お
よび／または精神運動能力の指標を意味する。
【００９８】
　睡眠表示指標は、１つ以上の睡眠指標、または、１つ以上の認知能力指標および／また
は精神運動能力指標を有する睡眠の質の指標を組み合わせたものであることが好ましい。
一般的な場合では、このような“結合睡眠指標”は、少なくとも１つの睡眠指標および／
または睡眠の質の指標と、少なくとも１つの認知能力指標および／または精神運動能力指
標との関数として算出される。
【００９９】
　　睡眠表示指標＝ｆ（睡眠指標、睡眠の質の指標、認知指標および／または能力指標）
　例えば、１つの実施形態では、結合睡眠表示指標は、０から１００までのスケールの睡
眠効率（ＳＥ）と、０から１００までのスケールの反応時間（ＰＭＭ）とを示す精神運動
指標の合計として算出され得る。
【０１００】
　　結合睡眠表示指標＝ｓ（ＳＥ）＋ｓ（ＰＭＭ）
　ｓ（）はスケーリング関数を示す。これによって、ユーザの睡眠の質および精神運動能
力を示す、０から２００の結合睡眠表示指標が得られる。
【０１０１】
　他の結合睡眠表示指標が、本発明では用いられ得る。
【０１０２】
　睡眠の質および／または能力の変化は、睡眠または睡眠の質、および／または認知能力
指標および／または精神運動能力指標、または結合睡眠表示指標のうちの少なくとも１つ
に反映される。１つの例では、ユーザの睡眠の質を改善する要因によって、指標スコアの
うちの少なくとも１つが改善でき、睡眠の質を低下させている要因によって、指標スコア
のうちの少なくとも１つが低下する。処理ユニットは自動的に睡眠の質および能力指標の
変化を算出し追跡し、ユーザはこれらの指標のいかなる変化もを手作業で追跡することが
できる。
【０１０３】
　ユーザの認知能力および／または精神運動能力は、数学的処理、論理的な推論、空間的
処理、反応時間、トラッキング、注意／覚醒性、自己生成認知機能テスト、および記憶テ
ストから選択される１つ以上のテストについて、上記携帯型ユーザ双方向装置を介したユ
ーザへの提示を経て測定され得るが、上記処理手段はまた、ユーザが起きているときの活
動に対する受動的監視から導出される認知能力および／または精神運動能力を示すデータ
、例えば、キーボードまたはキーパッドにおけるタイピングの速度および／または精度に
関する情報を受信し得る。これは、以下の実施形態１１における議論によって例示するよ
うに、携帯型ユーザ双方向装置または他のソースを介するものである。
【０１０４】
　初期起動段階では、ユーザは、年齢、性別、身長、体重、現在の病状、達成したい目標
、仕事の開始および終了時刻、仕事をしている日数、仕事が定期的か不定期か、現在自分
の睡眠をどのように感じているか、就寝および起床において習慣となっていること、投薬
しているか、過去の睡眠問題および他のあらゆる関連情報などの個人的な詳細情報を、好
ましくは携帯型ユーザ双方向装置を介して入力することができる。
【０１０５】
　ユーザが現在の病状を示す場合、または、認識される睡眠障害を発する高いリスクをユ
ーザが抱えているような場合には、健康の専門家に診てもらうように勧める。
【０１０６】
　センサユニットは、寝室に取り付けられる。最初に用いられるとき、ユーザは自分が眠
るシートの上または下に、好ましい圧電シートなどの運動センサを配置し得る。運動セン
サは、ゴムひも、マジックテープ（登録商標）、クリップ、または他の取り付け具を用い



(27) JP 2011-36649 A 2011.2.24

10

20

30

40

50

て所定位置に保持され、ケーブルまたは無線接続を介してセンサユニットに接続され得る
。
【０１０７】
　ユーザは、システムが正しく起動することを確実にするために、一連のステップを通し
てガイドを受けるのが好ましい。これには、センサユニット（１）および携帯型ユニット
（８）が、様々な入力から情報を記録できるかをチェックすることが含まれる。一度、セ
ンサユニットおよび携帯型ユニットが様々なセンサおよび他の入力からの情報を記録でき
るよう確立されると、ユーザは、センサユニットおよび携帯型ユニットが処理手段（１６
）と通信できるかどうかをチェックする。一度システムが正しく起動すれば、ユーザは上
記システムを用いて処理を行うことが可能となる。起動段階でエラーに戻ってしまうと、
ユーザには、この問題の解決法に関するステップに従ったエラーメッセージが、好ましく
は携帯型ユーザ双方向装置を介して表示される。
【０１０８】
　上記システムはこの段階で使用準備の状態にある。上記システムの一般的なサイクルは
、少なくともユーザが眠っている間、または眠りに就こうとしているときに、客観的デー
タを記録するためにセンサユニットを用いることであり、ユーザが起きている間に携帯型
ユニットを用いて客観的データおよび主観的データを記録することである。好ましくはイ
ンターネットを介して提供されるソフトウェアサービスとして先に示した処理手段（１６
）は、センサユニットおよび携帯型ユニットからの全ての情報を処理し、データ間の相関
を確立する。少なくとも睡眠指標および／または睡眠の質の指標、認知指標および／また
は精神運動指標または結合睡眠表示指標を含む結果は、必要に応じて行動提案とともに、
ユーザに還元され、このサイクルが継続する。この処理の好ましい実行を以下に詳細に説
明する。
【０１０９】
　ユーザが起きているとき、携帯型ユーザ双方向装置を用いて、自分の睡眠の質について
のいくつかの主観的質問に答える。この情報は、ＥＰＳおよび／またはＳＳＳなどの標準
的な質問を用いることによって、また、“自分の睡眠についてどのように考えていますか
？”、“今朝はどのような感じですか？”、“アルコールを摂取しましたか？”、“体調
が悪い、または不調に感じることはありましたか？”、“どのくらい運動しましたか？”
、および“昨日変わったことはありましたか？”などの質問（図８）を含み得る電子睡眠
日記を記入することによって収集される。ユーザは、起きているとき、ベッドに就く前、
または時間に余裕のある日中にこのような質問に答えることができる。この例では、携帯
型ユーザ双方向装置は、双方向電子睡眠日記として機能する。ユーザが日中に携帯型ユニ
ットを使用できなかった場合、追加情報が後で追加され得る、または完全に削除され得る
。このデータは収集され、処理ユニット（１６）に送信される。
【０１１０】
　携帯型ユーザ双方向装置への入力は、携帯型ユーザ双方向装置のディスプレイに質問が
表示されるとき、携帯型ユーザ双方向装置のディスプレイに表示されるドロップダウンメ
ニューから一連の選択肢を選択することによって、携帯型ユーザ双方向装置のディスプレ
イ（図９）に表示される、適切なスケールにおけるラジオボタンにハイライトを掛けるこ
とによって、携帯型ユーザ双方向装置のディスプレイに表示されるスライディングスケー
ル（図１０）にマーカーを配置することによって、または、反応をタイピングすることに
よって行われ得る。データ入力の他の方法もまた実行可能である。
【０１１１】
　すでに先に述べたように、個々人が必ずしもいつでも自分の能力または眠気のレベルを
正確に判定できるわけではないことは周知である。眠気および能力の主観的測定は全て、
気分、時刻、睡眠不足の自覚（“睡眠不足だと思うので疲れているに違いない”）などの
要因によって影響され得る。したがって、日中の能力の客観的測定は、個人がどれだけよ
く眠れたかについてのより正確な情報を提供し、ユーザが自分の睡眠の質に対して抱いて
いる誤った前提を取り除く一助となり得る。
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【０１１２】
　認知能力および／または精神運動能力の客観的測定は、携帯型ユーザ双方向装置を用い
て、ユーザが起きている間に測定され得る。これによって、ユーザの概日リズムに関する
情報の推測の元となる、ユーザの認知能力および／または精神運動能力についての情報が
もたらされる。概日リズム、すなわち認知能力および／または精神運動能力が１日全体を
通して変化するので、基準（baseline）曲線が設定されなければならない。
【０１１３】
　認知能力および／または精神運動能力、すなわち概日リズムについての基準は、例えば
図１１（ａ）、図１１（ｂ）および図１２（ａ）～図１２（ｃ）に示すように、ユーザが
起きている間、複数の認知タスクおよび／または精神運動タスクをユーザが実行すること
を含めて、多数の方法で設定され得る。図１１（ａ）の方法では、ユーザは起きている間
に定期的に認知タスクおよび／または精神運動タスクを実行し（Ｓ１１１０）、認知基準
および／または精神運動基準が設定されたかどうかを判定する（Ｓ１１２０）。基準が設
定されなかった場合、認知基準および／または精神運動基準が設定されたと判定されるま
で、ユーザはさらなる認知タスクを実行する。そして、上記方法は、以下に示すように、
例えばモードＩからＩＶのうちの１つに従って、全システムの使用に移行する（Ｓ１１３
０）。図１１（ｂ）の方法は、ユーザが起きている間、定期的というよりランダムに、ま
たは散発的に、認知タスクおよび／または精神運動タスクを行うこと（Ｓ１１４０）を除
いて、図１１（ａ）の方法と類似している。理想的には、認知テストおよび／または精神
運動テストが、１日数回、広範囲の時間にわたって数日間行われる。数日間、好ましくは
１日から数週間、ユーザが起きている間に１から８時間毎にテストを実施することが好ま
しい。１つの実施形態では、ユーザは、数日間、毎日同じ時間に認知タスクおよび／また
は精神運動タスクを実行するように、携帯型装置によって促される。ユーザの負担になら
ないように最小のテスト回数で認知能力および／または精神運動能力および概日リズムに
ついての情報を最大限得るために、これらの時間は、処理ユニット（１６）によってあら
かじめ規定されるのが望ましい。または、携帯型装置は、数日間、１日に何回かランダム
に、認知タスクおよび／または精神運動タスクをユーザが実行するように促し得る。この
回数は、テストができるだけ広範囲な時間で行われるように（ユーザがベッドに就いたり
起きたりする際に影響を及ぼさないように）決定される。他の実施形態では、数日間、適
当な時間において複数の認知テストおよび／または精神運動テストをユーザが実行するこ
とが含まれる。認知能力および／または精神運動能力、すなわち概日リズムについての基
準を設定するために十分な情報が記録されることを確実にするために、最少数の認知タス
クおよび／または精神運動タスクを毎日実行するよう促し得る。一日の中の異なる時間に
行われるテストはまた、概日リズムにおける本当の変化を特定する一助になり得る。特定
の閾値よりも下の変化を伴う能力曲線、および／または概日リズム曲線を設定するために
十分なデータが記録されたとき、基準期間が終了する。これには数日かかる。認知基準お
よび／または精神運動基準を測定することが可能である場合、システムが使用されるにつ
れて更新され得る認知能力および／または精神運動能力について予め規定された関数を用
い得る。しかしながら、これは、個人の認知能力曲線および／または精神運動能力曲線ほ
ど正確でない場合がある。ユーザが行動変化を実行するときに認知能力曲線および／また
は精神運動能力曲線の更新を可能にすることが本発明の特徴である。
【０１１４】
　正確な認知基準および／または精神運動基準を設定するために、練習効果を考慮に入れ
る必要もある。練習効果を考慮に入れるための方法は多数存在する。１つの方法では、漸
近的レベルに達するまで、認知タスクおよび／または精神運動タスクをユーザが実行する
ことが含まれる。これには、一日を通して所定時間における認知タスクおよび／または精
神運動タスクをユーザが実行することが含まれる。好ましくは、これは、認知能力基準お
よび／または精神運動能力基準を設定する前に実行される。例えば、図１２（ａ）に示す
方法では、起きている間にユーザは定期的に認知タスクおよび／または精神運動タスクを
実行し（Ｓ１２１０）、漸近的レベルに達しているかどうかを判定する（Ｓ１２２０）。
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漸近的レベルに達していない場合、漸近的レベルに達していると判定されるまで、ユーザ
はさらなる認知タスクおよび／または精神運動タスクを実行する。そして、上記方法は、
認知基準および／または精神運動基準を決定することに移行する（Ｓ１２３０）。または
、起きている間にユーザが、定期的というよりもランダムに、または散発的に、認知タス
クおよび／または精神運動タスクを実行すること（Ｓ１２４０）以外は、図１２（ａ）の
方法に類似する図１２(ｂ)の方法と同様に、ユーザは一日を通して、ランダムに、または
散発的に、認知タスクおよび／または精神運動タスクを実行し得る。代替の方法では、図
１２（ｃ）の方法と同様に、予め規定された関数、練習効果の関数ｆ（ｐｅ）を用い、認
知タスクおよび／または精神運動タスクを行うと人々はたいていどのようにして改善する
のか、および、練習効果を考慮に入れ、それに伴って認知および／または精神運動の結果
を調節するためのアルゴリズムをどのように用いるかということをディテールする。例え
ば、図１２（ｃ）に示す方法では、起きている間にユーザが認知タスクおよび／または精
神運動タスクを実行し（Ｓ１２５０）（これは、定期的であってもよく、ランダムであっ
てもよく、または散発的であってもよい）、そして、漸近的レベルに達したかどうかを判
定する（Ｓ１２２０）。漸近的レベルに達したと判定される場合、上記方法は認知基準お
よび／または精神運動基準を決定することに移行する（Ｓ１２３０）。しかしながら、漸
近的レベルに達していない場合、ユーザの認知タスクおよび／または精神運動タスクの能
力がまだ漸近的レベルに達していないという事実を考慮した練習効果の関数ｆ（ｐｅ）が
決定され（Ｓ１２６０）、上記方法は、認知基準および／または精神運動基準を決定する
ことに移行する（Ｓ１２７０）。これによって、練習効果を考慮に入れることが可能とな
り、ユーザがすぐにシステムを使用することが可能となる。この方法は、個人が特定の認
知タスクおよび／または精神運動タスクを実行した回数をカウントし、それを考慮に入れ
るためにソフトエウェアを用い、それに応じて結果を調節することによって、より正確な
ものにし得る。
【０１１５】
　一度認知基準および／または精神運動基準が設定されたら、認知測定および／または精
神運動測定の頻度を、１日に１回くらいに減らすことができる。基準能力曲線は、認知タ
スクおよび／または精神運動タスクにおける時刻の効果を考慮に入れるために用いられ得
ることにより、異なる時間において実行される認知タスクおよび／または精神運動タスク
の正確な比較を可能にする。さらに、概日の振幅または概日のフェーズにおけるいかなる
変化も、認知能力および／または精神運動能力を介して監視され、概日リズム基準と比較
され得る。
【０１１６】
　能力および概日リズムはまた、中核体温と密接に関連し、そのため、基準曲線を決定す
る一助として、必要に応じて本システムとともに温度計が用いられ得る。
【０１１７】
　処理ユニット（１６）は、センサユニット（１）および携帯型ユニット（８）を介して
質問、日記、センサ、および能力測定から集められる睡眠の質に関する全ての主観的情報
および客観的情報を収集し、処理する。この情報は分析され、相関され、読みやすいフォ
ーマットでユーザに還元され得る。処理ユニット（１６）は、どのパラメータが低い質の
睡眠に結びつくか、どのパラメータが睡眠の質を改善する一助となるか、睡眠不足期間の
引き金が存在していたかどうかをユーザが特定する一助となり得る。これは、睡眠指標、
および／または睡眠の質の指標、および／または認知能力指標および／または精神運動能
力指標、および／または結合睡眠表示指標を追跡することによって達成される。ユーザは
、自分の睡眠の質を改善するために、自分の行動を調整することができる。何らかの行動
変化が及ぼす影響は、睡眠指標、および／または睡眠の質の指標、および／または認知能
力指標および／または精神運動能力指標、および／または結合睡眠表示指標を用いること
で追跡できる。上記情報は、携帯型ユーザ双方向装置を介して、またはコンピュータ、テ
レビ、電話、ＰＤＡもしくは他の装置においてユーザに還元され得る。
【０１１８】
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　被験者の睡眠の記録は、長時間にわたって形成される。長時間とは、数日、数週間、数
ヶ月、および数年のことである。上記データは、メモリ、好ましくは処理ユニット（１６
）のメモリ（１８）に記憶される。ユーザは、必要なときに自分の睡眠の特定の側面に関
する睡眠レポートを要求することができる。いくつかのレポートは、数日分のデータしか
必要とせず、例えば、基本的な睡眠／覚醒時間についての情報しか必要としない。一方、
他のレポートは、はるかに多くのデータを必要とし、特に、睡眠の質に影響を及ぼすスト
レス、投薬、または体重減少などのゆっくり変化するパラメータを詳細に示す。ユーザは
また、メモリに記憶されているデータから自分のレポートを作成するというオプションも
有する。上記情報は、携帯型ユーザ双方向装置を介して、または、コンピュータ、テレビ
、電話、ＰＤＡもしくは他の装置においてユーザに還元され得る。
【０１１９】
　上記システムは、いくつかの異なるモードで用いられ得る。モードＩでは、システムが
客観的睡眠関連情報および主観的睡眠関連情報（ユーザが起きているときと眠っていると
きとの両方）を単に記録し、上記データをユーザに還元する（図１３）。図１３の方法で
は、ユーザが眠っている間、１つ以上のセンサが非侵襲的に睡眠パラメータを監視する（
Ｓ１３１０）。ユーザは、起きている間に主観的フィードバックを提供する（Ｓ１３２０
）。眠気に対する１つ以上の客観的測定は、ユーザが起きている間に評価される（Ｓ１３
３０）。上記評価される眠気は、例えば認知能力および／または精神運動能力と関連して
いる。そして、主観的パラメータおよび客観的パラメータを用いて１つ以上の睡眠指標お
よび／または睡眠の質の指標が決定され（Ｓ１３４０）、主観的眠気測定および客観的眠
気測定の最終結果がユーザに示される（Ｓ１３５０）。
【０１２０】
　上記記録された情報は、限定するわけではないが、ベッドへ行く時間、ベッドに就く時
間、ベッドから出る時間、入眠潜伏時間、睡眠構造、夜間覚醒回数、合計睡眠時間、入眠
後の覚醒、睡眠効率、運動量、アルコールの摂取、カフェインの摂取、知覚される敏感さ
、知覚されるストレスレベル、および、認知能力および／または精神運動能力を含み得る
。他のパラメータも測定され得る。上記データは、絵で図式的に未加工情報としてユーザ
に還元され、実際の睡眠レポートとして、結合睡眠表示指標として、または、睡眠の質の
指標および認知能力指標および／または精神運動能力指標を含み得る一連の睡眠指標とし
てユーザに還元され得る。好ましくは、結合睡眠表示指標は、少なくともセンサユニット
からのデータと、認知能力データおよび／または精神運動能力データとを考慮に入れる。
【０１２１】
　モードＩの最も単純な実施には、ユーザが眠っている間の客観的睡眠データ、ユーザが
起きている間の認知能力および／または精神運動能力に関する客観的データを記録するこ
とと、少なくとも、センサユニットデータと認知データおよび／または精神運動データと
の両方を考慮に入れる結合睡眠表示指標、または、睡眠指標もしくは睡眠の質の指標とと
もに認知能力指標および／または精神運動能力指標を表示することとが含まれる。
【０１２２】
　モードＩＩでは、モードＩにおいて得られる情報に加えて、記録されたデータの間の何
らかの相関を特定し、上記情報をユーザに還元するために、ユーザは処理ユニット（１６
）を用いる。モードＩＩに基づく方法を図１４に示すが、ここで分かるように、図１４の
方法では、１つ以上のセンサが、ユーザが眠っている間の睡眠パラメータを非侵襲的に監
視する（Ｓ１４１０）。ユーザは、起きているときに主観的フィードバックを提供する（
１４２０）。ユーザが起きている間、眠気についての１つ以上の客観的測定が評価される
（Ｓ１４３０）が、例えばそれは、認知能力および／または精神運動能力と関連する。主
観的パラメータよび客観的パラメータを用いて、１つ以上の睡眠指標または睡眠の質の指
標が判定される（１４４０）。最終的に、主観的眠気測定および客観的眠気測定からの結
果がユーザに示される（Ｓ１４５０）。この方法では、プラスおよびマイナスの相関のい
ずれか、またはその両方が特定され得る。例えば、上記システムは、夜にカフェインを摂
取したときはユーザの睡眠が不十分であること（“マイナス”相関）、または、１時間の
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運動を行った日にはより良好な睡眠がとれること（“プラス”相関）を特定し得る。さら
なる例としては、処理ユニットは、ユーザの認知能力結果が午後よりも朝の方が一貫して
良好であることを特定し得る。
【０１２３】
　モードＩＩＩでは、モードＩＩにおいて特定される相関に関する情報をさらに示す。モ
ードＩＩＩに基づく方法の一例を、図１５に示す。図１５における最初の５つの特徴（Ｓ
１４１０）～（Ｓ１４５０）は、図１４の特徴と対応するが、図１５の方法は、ユーザが
自分の睡眠の質を改善するために自分の行動を調整することを可能にする情報に、ユーザ
がアクセスできるようにする特徴をさらに含む（Ｓ１５１０）。１つの例としては、この
情報は、睡眠衛生についての情報を含み得る。例えば、睡眠センサシステムは、ユーザが
常に睡眠不足に苦しんでいることや、全く運動をしないことを特定する場合、一般的な良
好な睡眠衛生のルールに示されるように、ユーザの注意を運動の利点に向けることができ
、より多くの運動をするように行動提案を表示することができる。過剰なアルコールの摂
取と低い睡眠の質との間の同様の相関もまた、アルコールの摂取を抑えるようにという行
動提案とともに、ユーザの注意を向けさせ得る。または、ユーザが不定期の睡眠／覚醒ス
ケジュールを表示すると、一定の睡眠／覚醒スケジュールが睡眠の質を改善する一助とな
り得るという提案を行う睡眠衛生ルールが、一定の睡眠ルーチンを維持するために、行動
提案とともに強調される。
【０１２４】
　モードＩＶによって、ユーザは、自分の睡眠の質を改善するために、自分の行動を調整
するための補助として、上記システムを用いることが可能である。モードＩＶに基づく方
法の一例を図１６に示す。図１６（Ｓ１４１０）～（Ｓ１５１０）の最初の６つの特徴は
、図１５の特徴に対応するが、図１６の方法は、望ましい行動調整を補助するために、ユ
ーザが携帯型ユーザ双方向装置を用いる特徴をさらに含む（Ｓ１６１０）。一例として、
携帯型ユーザ双方向装置を利用するシステムを用いて、ユーザによっていかなる行動変化
も登録され、睡眠の質におけるいかなる改善も追跡され得る。例えば、特に、不定期な睡
眠スケジュールが特定された場合、ユーザに示されるさらなる情報は、ベッドに行くため
の、および起きるための個別に設定された時間を含み得る。ベッドに行くための、および
起きるための個別に設定された時間は、ユーザ入力に応じて提供され得る、または、例え
ば合計睡眠時間（ＴＳＴ）からの睡眠指標、および、ベッドに行くための、および起きる
ための平均時間からの睡眠指標を用いる処理手段によって自動的に算出され、ユーザに示
され得る。ユーザが、自動的に生成された時間を低下させることを選択する場合、自分自
身の時間を入力することができる。
【０１２５】
　モードＶでは、システムは、ユーザの睡眠行動における重要な、または通常と異なる変
化を、ユーザに知らせるのみである。モードＶに基づく方法の一例を図１７に示す。図１
７の最初の５つの特徴（Ｓ１４１０）～（Ｓ１４５０）は、図１４の特徴に対応するが、
図１６の方法は、睡眠指標における通常と異なる、または重要な変化のみをユーザに示す
という特徴をさらに含む（Ｓ１７１０）。
【０１２６】
　操作における全てのモードで、センサユニットデータと認知データおよび／または精神
運動データとの両方を考慮に入れる結合睡眠表示指標、または、ユーザに表示される睡眠
指標または睡眠の質の指標とともに認知指標および／または精神運動指標は、何らかのラ
イフスタイルまたは行動変化が、睡眠の質および／または起きている間の能力にどのよう
な効果を及ぼすかを、ユーザが追跡する一助となり得る。処理ユニットはまた、これらの
指標における変化を追跡し得る。
【０１２７】
　モードＩ～Ｖを用いる前に、認知基準および／または精神運動基準を設定しておくこと
が好ましい（これによって、認知能力指標および／または精神運動能力指標は、認知能力
指標および／または精神運動能力指標が正確に比較され得るように時刻の効果を考慮に入
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れることができる）。
【０１２８】
　さらに、モードＩＶを用いる前に、ユーザの現在の睡眠／覚醒パターン、能力、および
ライフスタイル習慣を記述する基準データセットが設定されることが好ましい。このデー
タセットは、基準データセットとして規定され、睡眠および能力指標とともに、ユーザの
典型的な日中の、および、夜間の習慣の概要を得るために十分な情報が集められるまで、
一定期間分の客観的データおよび主観的データを記録することを含む。基準データセット
を設定することが必要な時間は、数日から数週間である。一定の睡眠／覚醒ルーチンを有
するユーザの基準は、不定期なルーチンを有するユーザよりも速く設定される。基準デー
タセットは、システムがデータセットにおけるパターンを特定するとき、または、予め規
定される時間、好ましくは１～１８週が経過したときのいずれかで設定される。または、
ユーザが一定期間、モードＩ～ＩＩＩでシステムをすでに使用していた場合、この情報は
、基準睡眠の質、および認知能力指標および／または精神運動能力指標、および／または
睡眠表示指標を含む基準データセットを形成するのに十分である。基準データセットは、
ユーザの現在の習慣の概要をシステムに提供する。さらなるデータセットは、比較を行い
進歩を評価するために、基準データセットを再び参照する。ユーザが自分の行動を変えよ
うと決める場合、ユーザは毎日同じ時間にベッドへ行き、起きることを決めるというよう
な行動変化を登録することができ、行動変化を実行しつつ、ここでは‘新ルーチン１’と
して規定される新しいデータセットを記録することができる。比較ができるように、更新
された睡眠または睡眠の質、および認知能力指標および／または精神運動能力指標、およ
び／または結合睡眠表示指標を含む基準において測定されたように、同じパラメータが測
定される。処理ユニット（１６）は、睡眠または睡眠の質と認知能力指標および／または
精神運動指標、および／または睡眠表示指標とを比較することによって、睡眠の質および
／または能力が改善されたかどうか測定するために、新しいデータセット‘新ルーチン１
’と基準データセットとを比較することができる。必要であれば、認知基準は、行動変化
の影響を反映するために更新され得る。システムはまた、センサを介して、および／また
は質問を介して、自動的に実行する行動変化のコンプライアンスを監視することができる
。睡眠の質がまだ改善されない場合、ユーザは他の行動に変化することを決めることがで
き、このサイクルを再び行い、新ルーチン２のデータセットを形成する。この第３サイク
ルの終わりにおいて、処理ユニットは、睡眠または睡眠の質、および認知能力指標および
／または精神運動能力指標、および／または結合睡眠表示指標を、記憶ユニットに記憶し
た全ての前のデータセットと比較することができる。ユーザが何らかの行動を変えないと
決めた場合および決めたとき、システムはモードＩ、ＩＩ、ＩＩＩまたはＶで用いられ得
る（図１８）。
【０１２９】
　モードＩ～Ｖでは、システムはまた、ユーザに関連し得る情報にアクセスするために、
ネットワークまたはインターネットにアクセスし得る。例えば、ユーザの睡眠の質が低下
する原因となる汚染および／または花粉のレベルが高い状態の相関をセンサシステムが発
見する場合、システムは、ユーザに対し、高レベルの汚染および／または花粉を予測する
天気予報に注意するよう促すことができる。
【０１３０】
　上記のことから、本発明に係る睡眠管理システムを実行することによって、以下の有利
な点が得られることは明らかであろう。まず、眠っている間の睡眠パラメータを監視する
一般的な睡眠システムについての従来技術が存在する一方、ユーザが眠っている間に記録
されるデータと、ユーザが起きている間に記録される、睡眠によって影響される客観的パ
ラメータとの両方を考慮に入れるシステムは現在のところ存在しない。その代わり、従来
技術は、質問形式で、一日の始まりまたは終わりにおける主観的データをユーザが入力す
ることに依存している。この主観的データは信頼しきれない場合がある。本発明は、従来
技術に対して、ユーザが起きている間に非侵襲的に重要な睡眠関連パラメータの客観的測
定および主観的測定を、上記ユーザにとって便利なときに行うことを可能にするという点
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で、改良を行ったものである。これによって、日中において異なる時点での認知能力およ
び／または精神運動能力のより正確な測定が得られ、概日リズムについての情報を推察す
る手がかりとなるデータが得られる。本発明は、自分の睡眠／覚醒パターンのより正確な
概要を与えるために、個人の睡眠の質に影響を及ぼし得る内因性および外因性の刺激の効
果を分析し、相関させる。
【０１３１】
　個人の睡眠に影響を及ぼす真の要因は、睡眠の質に影響を及ぼしていると個人が考える
要因とは必ずしも同じではないので、睡眠の質、ライフスタイル要因についての主観的測
定と、睡眠の質および能力の客観的測定との間の相関は特に重要である。起きている間の
個人の睡眠の質および／または能力に影響を及ぼす真の要因は、睡眠または睡眠の質、お
よび認知能力指標および／または精神運動能力指標、および／または結合睡眠表示指標に
反映される。
【０１３２】
　挙動計（actimeter）は、日中の運動または活動を監視するために用いられ得る。しか
しながら、これは必ずしも個人の認知能力または敏感さの感覚に関係するものではない。
例えば、肉体労働者は概して、事務労働者よりも活発であるが、このため肉体労働者が事
務労働者よりも敏感であるということを必ずしも意味するものではない。本発明は、情報
を記録するより正確な方法を用いる、すなわち、ユーザが起きている間に睡眠に関するパ
ラメータの客観的測定および主観的測定を記録することによる方法を用いるという点で、
挙動計測（actimetry）に対して明確な長所を有する。本発明は、全ての職業に等しく適
用され、例えば、肉体労働者およびデスクワークの労働者の両者によって正確に用いられ
得る。さらに、挙動計は個人に装着される必要があり、これは不快なものであり得る。本
発明は好ましくは、非侵襲的に睡眠関連パラメータを監視することを可能にする。
【０１３３】
　本発明はまた、他の何らかの情報のアイソレーションにおいて、認知テストおよび／ま
たは精神運動テストに対して長所を有する。本発明は、ユーザの概日リズムをユーザが理
解する一助になるとともに、自分の睡眠およびライフスタイル行動を変化させることを通
じて、自分の能力にプラスの影響をどのようにして及ぼし得るかをユーザが理解する一助
となる。認知データおよび／または精神運動能力データは、ユーザの概日リズムについて
の情報とともに、どれだけ良好な睡眠がとれたかを示す客観的測定をユーザに与える一助
となり得ることにより、ユーザが自分のライフスタイルおよび睡眠ルーチンを最適化でき
る。これに加えて、認知能力指標および／または精神運動能力指標は、ユーザが自分の睡
眠の質に対して抱く誤った前提を取り払う一助となり得る。本発明は、認知能力および／
または精神運動能力、ライフスタイル、環境、および精神パラメータとともに、個人の概
日リズムについての情報をさらに集め、ディテールし、相関させることができる。
【０１３４】
　概日リズムを監視する従来技術における好ましい方法は、中核体温を測定することであ
る。これには、直腸体温を図ることが含まれることが多い（高体温および低体温は、高い
能力および低い能力とよく相関する。）。または、唾液メラトニンレベルが測定され得る
。本発明は、非侵襲的技術を用いて、ユーザの概日リズムについての情報をユーザに与え
る一助となり得る点で、従来技術にない長所を提供する。
【０１３５】
　これに加えて、ユーザは、好ましくは携帯型ユーザ双方向装置を介して上記システムと
やりとりをすることが可能である。これは、ユーザの睡眠の質を改善し、ひいては一般的
な健康状態および生活の質を向上させるために、ユーザの行動を管理する一助となり得る
。
【０１３６】
　さらに、何らかの行動調整を補助するために、ユーザが携帯型ユーザ双方向装置を利用
することを決めた場合、携帯型ユーザ双方向装置は、サポート源および情報源として用い
られ得る。好ましくは、処理手段は、ＣＢＴｉ（不眠症のための認知行動療法）またはユ
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ーザに示され、かつ、ユーザにより選択される行為など、何らかの行動プログラムの効果
および／または何らかの行動プログラムのコンプライアンスを監視し、（ｉ）任意の選択
されたプログラムもしくは行為の効果および／またはそのコンプライアンスを補助するた
めに、警告、ガイド、アドバイス、およびメッセージのうちの１つ以上を提供する、およ
び／または（ｉｉ）行動変化および／または行為について更新された１つ以上の提案を提
供する。上記システムは、専用行動プログラムまたは行為の設定を許可する。
【０１３７】
　本発明は、ユーザが客観的テストデータを携帯型ユーザ双方向装置に入力することが可
能な場合、幅広い年齢層にわたっての使用に適している。携帯型ユーザ双方向装置は例え
ば、特に子供の使用を促すためにゲームまたはタスクを示してもよく、また同時に、認知
能力および／または精神運動能力についてのデータを収集してもよい。例えば、携帯型装
置とのやりとりは、子供にとって魅力的なアニメキャラクターを介して行われてもよい。
情報表示は、子供にとって理解しやすいように構成されてもよい。異なる行動プログラム
または追加の行動プログラムが、選択および表示のために使用可能であり、システムは子
供の使用に向けたものとなる。
【０１３８】
　以下の本発明の実施の例示でさらに説明するように、２人で１つのベッドを共有する場
合、第２ユーザの使用のための同様の携帯型ユーザ双方向装置がシステムに追加されても
よい。
【０１３９】
　本発明は、ユーザに自分の睡眠／覚醒パターンの客観的記述を提供し得る。これは、本
発明が、不正確であり得る主観的情報のみに基づくものではなく、睡眠情報の単一の客観
的側面、すなわち、ユーザが眠っている間のセンサ記録睡眠パラメータに焦点を絞ったも
のでもないという点で、従来技術にない長所をさらに示す。日中、個人がどのような行動
をしたかについての正確な情報によって、本発明はより正確に、他の主観的睡眠パラメー
タおよび客観的睡眠パラメータとの相関を導き出す。
【０１４０】
　以下の例示は、単に例として本発明の特定の応用を説明する。全ての実施形態では、何
らかのライフスタイルの影響または睡眠の質および／または能力における行動変化は、睡
眠または睡眠の質の指標および能力指標、および／または結合睡眠表示指標に反映される
。これらの指標における変化は、処理ユニットによって自動的に、および／または、ユー
ザの手作業によって追跡され得る。
【０１４１】
　［実施例］
　［実施形態１］
　システムは、一定期間にわたる詳細な監視の後、ユーザの睡眠パラメータの主観的測定
および客観的測定に基づいて、日々の睡眠、または睡眠の質の指標、および認知能力指標
および／または精神運動能力指標、または結合睡眠表示指標を返す。
【０１４２】
　毎日、ユーザが眠っている間、センサは客観的な生理的および環境的パラメータ（運動
、温度、および光）を監視する。ユーザは、携帯型ユーザ双方向装置を用いて、起きてい
る間に、質問および／または電子睡眠日記を介して主観的睡眠データを入力する。
【０１４３】
　ユーザは、認知能力テストおよび／または精神運動能力テストを介して、自分の能力を
客観的に測定するために、携帯型ユーザ双方向装置をさらに用いる。ユーザが起きている
間の認知能力／および精神運動能力の複数の測定によって、被験者の概日リズムを詳細に
示すことができる。
【０１４４】
　ユーザが起きている間および眠っている間に記録される主観的睡眠測定および客観的睡
眠測定の結果は、自分の情報としてユーザに示される。ユーザが典型的な睡眠量を得て、
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典型的な回数の睡眠をとり、夜中に典型的な回数だけ覚醒し、他の典型的な睡眠行動を表
示しているかどうかを、処理ユニット（１６）は算出する。１日の流れの間に、認知能力
および／または精神運動能力がどのように変化したかについての詳細は、ユーザの睡眠の
主観的測定および客観的測定の間の相関としてユーザに示される。このデータは、不要な
もののないフォーマットで、携帯型装置を介してユーザに示される。記録された情報に基
づく認知能力指標および／または精神運動能力指標はまた、睡眠指標または睡眠の質の指
標とともに、ユーザに表示される。または、結合睡眠表示指標が表示されてもよい。
【０１４５】
　ユーザの睡眠の質を改善する一助となり得る情報は、例えば、携帯型ユーザ双方向装置
または処理ユニットへのネットワーク接続部を有する装置を介して利用可能であり、また
、例えば一般的睡眠衛生ルールに関する情報を含み得る。ユーザは、自分の睡眠の質を改
善するために、自分の行動を調整することを望んでいるかどうかを判定することができる
。何らかの行動変化の影響は、睡眠／睡眠の質、および認知能力指標および／または精神
運動能力指標、または結合睡眠表示指標を介して評価され得る。
【０１４６】
　例えば、処理ユニット（１６）により実行されるデータ分析によって、ユーザが一定の
睡眠スケジュールをとっていないため、睡眠不足に陥ったり、または、睡眠の質の指標ス
コアが低下したりするということが認識される。ユーザ双方向装置は、一定の睡眠スケジ
ュールが個人の睡眠の質を改善する一助になり得るという事実を強調して、睡眠衛生ルー
ルをユーザに示し得る。ユーザが睡眠衛生ルールのうちのいずれかを実行しようと決めた
場合、ライフスタイルの変化がユーザの睡眠の質に及ぼす効果は、睡眠または睡眠の質、
および／または認知能力指標および／または精神運動指標、または睡眠表示指標に反映さ
れる。
【０１４７】
　他の例では、システムは、環境的データと能力との間の相関を特定し得る。寝室に差し
込む光によってユーザが夜明けに目覚める場合がある。ユーザの概日リズムを分析するこ
とによって、ユーザが夜型人間であり、例えば夜明けに該当する０６：３０よりも遅くま
で眠れればユーザの能力が向上するであろうことを提案し得る。ユーザは、夜明けに目覚
めることを防ぎ、自分の自然な体内時計のリズムにより忠実な時間に起きるために、暗転
ブラインドを取り付けたりアイマスクを用いたりするなどの対策を講じ得る。
【０１４８】
　他の例では、システムは、ライフスタイルデータと能力との間の相関を特定し得る。シ
ステムは、ユーザが仕事をしている月曜から金曜にかけて一定の睡眠／覚醒ルーチンをと
っているが、ユーザが仕事を休んでいる週末にはこのルーチンが著しく変化していること
を特定する場合がある。システムはまた、ユーザが、平日に比べて週末にはるかに多くの
カフェインを摂取していること、ユーザが知覚する敏感さが、平日よりも週末に悪化する
こと、および、ユーザの認知能力もまた週末に悪化することを特定する。これらの相関は
、ユーザが働いているかどうかに関係なく、一定の睡眠／覚醒ルーチンを維持することに
よって自分の睡眠の質を改善し得るということ、および、この新しい一定のルーチンがま
た、敏感さを増加する週末のカフェインの大量摂取を不必要とする一助ともなるというこ
とをユーザに知らせるために用いられ得る。新しいルーチンによって、知覚される敏感さ
を週末に改善でき、能力スコアを向上させることができる。
【０１４９】
　さらなる例では、システムは、スポーツに熱中しているユーザが、理想の起床時間が０
６：３０であるということを示す概日リズムを有していることを特定する。このため、ユ
ーザは、睡眠の質に悪影響を及ぼし得る夜遅くまでの運動、例えば１９：００までの運動
を控えることが勧められ得る。
【０１５０】
　さらなる例では、ユーザが午後の昼寝の時間を最適化することを望む。ユーザは、自分
の概日リズムが午後のどのあたりの時間に低下するかを判断し、その時間に昼寝をするこ
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とを望んでいる。
【０１５１】
　さらなる例では、システムは、ライフスタイルデータ、環境的データ、および能力の間
の相関を示し得る。システムは、寝室における低い環境温度、温かいカフェイン入りのド
リンクの摂取量の増加、および熟睡度の低下を記録する場合がある。ユーザは、より充実
した熟睡を達成するために、カフェイン入りのドリンクの摂取量を減らしたり、寝室の温
度を上げたりするなどの行動調整を行い得る。
【０１５２】
　さらなる例では、システムは、ユーザ自身の睡眠に対する知覚を変える一助となり得る
。個人は、非常に細分化された睡眠、および、夜中に長時間起きてしまうことを報告して
もよい。ユーザが知覚する敏感さはまた、低く点数化され得る。しかしながら、記録され
た主観的情報および客観的情報についてシステムが実行する分析では、夜中のユーザの運
動が正常であると認められ、ユーザの認知スコアもまた非常に良好であるということが示
され、おそらく十分な睡眠量が得られているということが示され得る。これは、ユーザが
自分の睡眠パターンに対して抱く何らかの不安を解消する一助となり得る。
【０１５３】
　他の例では、システムは、睡眠不足の引き金になっているものを特定する一助となり得
る。
【０１５４】
　さらに他の例では、その後の結合睡眠表示指標を生成するか、またはその後の睡眠指標
または睡眠の質の指標とともに、認知能力指標および／または精神運動能力指標を生成す
るために、その後の睡眠指標の生成が繰り返され得る。その後の指標は、初期指標と比較
され得、指標における何らかの変化は、ユーザの睡眠行動における変化を示す。例えば、
これによって、ユーザが自分の行動に対して行った何らかの変化、または、ユーザがとっ
た何らかの行為が、ユーザの睡眠の質の向上につながったかどうかを判定することができ
る。その後の指標生成処理は、ユーザの睡眠の質を監視したいとの要望がある限り、定期
的に、または散発的に繰り返され得る。
【０１５５】
　［実施形態２］
　実施形態１と同様に、システムにおいて、ユーザはユーザ自身の睡眠の質を改善するた
めに、ユーザの行動を調整するための補助が必要であると判断する。
【０１５６】
　携帯型ユーザ双方向装置は、ユーザの行動をガイドするときの補助を提供するために用
いられ、これにより、ユーザが望む睡眠／覚醒スケジュールをコンプライアンスし、睡眠
衛生を改善する補助する。
【０１５７】
　例えば、ユーザは、休日に働いている場合の睡眠スケジュールの維持に努めることを決
定し得る。ユーザは、ユーザ双方向装置が休日の前の晩にこの趣旨のメッセージを表示す
るよう要求することができる。携帯型ユーザ双方向装置のアラームはまた、ユーザが通常
働いている場合と同じ時刻に自動的に鳴る。
【０１５８】
　他の例では、ユーザは、リラックスできる就寝ルーチンを確立する一助として、携帯型
ユーザ双方向装置を用いる決定をし得る。アラームまたは警報によってユーザは弛緩し始
め、寝る前に入浴または読書などの静かでリラックスできるタスクを行うために十分な時
間をとる。
【０１５９】
　他の例では、システムは、ユーザがベッドで眠らずに長時間を過ごすことを特定し得る
。このため、ユーザが眠らずに１５分以上過ごしていることがセンサユニットによって検
知されると、携帯型ユーザ双方向装置は、ユーザに対して、ベッドから出て、眠れそうな
ほど疲れるまでベッドには戻ってこないように指示し得る。
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【０１６０】
　何らかのライフスタイルの効果および／または個人の睡眠の質における行動変化および
／または起きている間の能力は、睡眠または睡眠の質、および／または認知能力指標およ
び／または精神運動能力指標、または結合睡眠表示指標に反映される。
【０１６１】
　［実施形態３］
　実施形態１および２と同様に、システムはベッドを共有する２人、すなわちカップルの
行動を監視することができる。
【０１６２】
　上記システムは、個人用システムと同じ環境的センサおよび生理学的センサを備えるが
、２人用に構成されている。それぞれが、それぞれに適した時間における睡眠の質に関連
する詳細を記入できるような２つの携帯型ユーザ双方向装置がある。好ましくは、一方の
ユーザの携帯型ユーザ双方向装置は、もう一方のユーザの携帯型ユーザ双方向装置と同一
である。
【０１６３】
　ソフトウェアシステムは、両ユーザの睡眠の質に関する情報を得るために、全てのセン
サおよび２台のユーザ双方向装置からの情報を相関させることができる。
【０１６４】
　個人および／またはそのパートナーの睡眠の質に影響を及ぼし得る、一方の人の夜間の
過剰な運動、または、概日リズムの違いなどの要因を特定する上で、上記システムはその
一助となり得る。分析によって、ユーザの睡眠の質の向上と、ベッドパートナーの睡眠の
質の向上との間の密接な相関が示される。これによって、ユーザの睡眠ルーチンが自分の
ベッドパートナーにどのような影響を及ぼしているかに気付くとき、ユーザが良好な睡眠
習慣を維持するモチベーションを与えることができる。
【０１６５】
　何らかのライフスタイルの効果および／または個人の睡眠の質についての行動変化およ
び／または起きている間の能力および自分のパートナーの睡眠の質および／または能力は
、個人の睡眠または睡眠の質および認知能力指標および／または精神運動能力指標、また
はユーザの結合睡眠表示指標に反映される。
【０１６６】
　［実施形態４］
　実施形態１～３と同様に、システムは、ユーザが睡眠に困難を感じ、自分の睡眠／覚醒
スケジュールの再設定に補助を必要とする場合に用いられる。
【０１６７】
　自分の睡眠／覚醒スケジュールの再設定を望む人には、頻繁に旅行する人（時差を克服
するための補助を必要としている人）、シフト制の労働者、または不眠症に悩む人が含ま
れる。
【０１６８】
　一例において、ユーザは、自分の睡眠パターンを再設定する補助が必要であるという決
定をし得る。ユーザは、睡眠不足である可能性があり、眠ろうとしてベッドで最大１０時
間費やしていることや、何とか眠りに就いても５時間しか眠れていないこと（５０％の睡
眠効率しか得られないこと）をわかっている。上記システムは、ユーザに対して、認知行
動プログラム（例えば睡眠制限または刺激制御）など、自分の睡眠パターンの再設定の一
助となり得るプログラムを知らせ得る。例えば、上記システムは、ベッドで費やす時間数
を、ユーザが実際に睡眠に費やす時間の平均値まで減らすことを勧め得る。この例では、
ユーザは、ベッドで費やす時間を１０時間から５時間まで減らし、起きようと思う時間の
５時間前にベッドへ行くことが理想的である。携帯型ユーザ双方向装置は、行動調整を補
助するために用いられ得る。例えば、ユーザがまず５時間ベッドに就くように指示される
と、携帯型ユーザ双方向装置は、いつベッドへ行くべきか、また、いつ起きるべきかを、
アラームを介して知らせることができる。能力測定はまた、行動調整の進捗の監視の補助



(38) JP 2011-36649 A 2011.2.24

10

20

30

40

50

を行うように、日中を通して定期的に行われる。認知タスクおよび／または精神運動タス
クはまた、ユーザがベッドに行く直前まで起きていようとしているときによい気分転換を
提供し、また必然的に、コンプライアンスの指標となり得る。ユーザがベッドで費やすこ
とを許される時間数は、目標数（例えば、７～９時間の間）まで徐々に増加し、実現する
ユーザの睡眠効率は十分に高いままで維持される（例えば、実現されるユーザの睡眠効率
は８５％より大きい値で維持される）。これは、ユーザが睡眠と寝室との関係性を再構築
する一助となる。主観的には最初、ユーザは自分の睡眠の質が改善されているようには感
じないかもしれないが、客観的結果は、数日または数週間の期間にわたる睡眠効率および
／または能力の改善を示し得る。
【０１６９】
　個人の睡眠の質および／または起きている間の能力についての行動変化の効果は、睡眠
の質、および認知能力指標および／または精神運動能力指標、または結合睡眠表示指標に
反映される。
【０１７０】
　［実施形態５］
　実施形態１～４と同様に、システムでは、ユーザはさらなる分析のために、データを睡
眠の専門家に送信できる。
【０１７１】
　センサシステムは、ユーザの睡眠の質に関する客観的情報および主観的情報を記録する
ために、数日または数週間の期間、用いられ得る。ユーザは、自分の睡眠／覚醒パターン
についての専門家の意見が必要であることを決定し、上記データを分析のため医療の専門
家に送信できる。これは、記録されたデータを、安全なインターネット接続または従来の
ポストを介して電子的に送信することによって達成される。
【０１７２】
　睡眠の専門家は、睡眠指標、睡眠の質の指標、認知能力指標および／または精神運動能
力指標、または結合睡眠表示指標を分析することによって、それらの反応の基礎とするこ
とができる。
【０１７３】
　［実施形態６］
　実施形態１～５と同様に、システムは、ユーザ自身または第三者が医学上の睡眠問題に
悩んでいるかもしれないと感じる場合に用いられる。記録されたデータは、睡眠の専門家
との睡眠についての相談に用いられ得る。睡眠の専門家からのアドバイスに従って、提案
事項を実行する補助をするために上記システムが用いられ得る。ユーザが追加相談に戻る
と、睡眠センサシステムにより記録されたデータは、処置の効果を評価し、コンプライア
ンスがなされているかどうかを監視するために、医療の専門家によって用いられ得る。
【０１７４】
　医療の専門家は、睡眠指標、睡眠の質の指標、認知能力指標および／または精神運動能
力指標、または結合睡眠表示指標を分析することによって、個人の睡眠の質および／また
は起きている間の能力について勧められる何らかの行動変化を監視することができる。
【０１７５】
　［実施形態７］
　実施形態５～６と同様に、システムでは、睡眠センサシステムは、関連する情報を収集
し、表示することによって、睡眠の専門家により特定されるように、睡眠行動プログラム
のコンプライアンスを監視するために用いられ得る。
【０１７６】
　医療の専門家は、睡眠指標、睡眠の質の指標、認知能力指標および／または精神運動能
力指標、または結合睡眠表示指標を分析することによって、個人の睡眠の質および／また
は起きている間の能力について勧められる何らかの行動変化を監視することができる。
【０１７７】
　［実施形態８］
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　実施形態１～７と同様に、システムは、産前産後の妊婦の睡眠の質を改善する補助をす
る。
【０１７８】
　日中の睡眠増加、疲労の増加、徐波睡眠の減少、および夜間覚醒の増加を含む典型的な
変化を伴い、睡眠パターンは、妊娠期に大きく乱され得る。
【０１７９】
　ユーザは、どのような行動およびパラメータが睡眠の質の改善に結びつくか、または、
どのような行動およびパラメータが一定期間にわたる睡眠の質の低下に結びつくかを追跡
することができる。概日リズムにおける何らかの変化は、ユーザが起きている間、またユ
ーザが眠っている間に測定される主観的パラメータおよび客観的パラメータを用いて詳細
に監視され得る。
【０１８０】
　何らかのライフスタイルの影響および／または個人の睡眠の質についての行動変化およ
び／または起きている間の能力は、睡眠の質および／または能力指標、または結合睡眠表
示指標に反映される。
【０１８１】
　［実施形態９］
　実施形態１～７と同様に、システムでは、睡眠センサシステムが、更年期障害の女性の
睡眠の質を改善する補助をすることができる。
【０１８２】
　体のほてり、夜間覚醒の増加、および日中の睡眠増加を含む典型的な変化を伴う更年期
障害において、睡眠パターンが著しく乱され得る。
【０１８３】
　睡眠または睡眠の質、および認知能力指標および／または精神運動能力指標、または結
合睡眠表示指標を介して、ユーザは、どのような行動およびパラメータが睡眠の質の改善
に結びつくか、または、どのような行動およびパラメータが一定期間にわたる睡眠の質の
低下に結びつくかを追跡することができる。
【０１８４】
　［実施形態１０］
　実施形態１～９と同様に、システムは、例えば、抗ヒスタミン剤または睡眠薬などの投
薬の実施または停止の効果を、一般的な能力および睡眠の質について監視する補助をする
ことができる。上記システムはさらに、臨床試験における新たな投薬の効果を評価するた
めに用いられ得る。
【０１８５】
　特定の医薬化合物が能力および睡眠の質に影響を及ぼし得るということは周知である。
しかしながら、臨床試験では、嗜眠状態または眠気が一般的な副作用として挙げられるの
で、プラセボ効果であるか本当の薬学的効果であるかの判別が困難である。本発明は、睡
眠または睡眠の質、および認知能力指標および／または精神運動能力指標、または結合睡
眠表示指標を介して、臨床試験において、新たな投薬がどのように被験者の睡眠の質およ
び能力に影響を及ぼすかを、より客観的に評価するために用いられ得る。
【０１８６】
　他の例では、上記システムは、睡眠薬を服用している人によって用いられ得る。睡眠薬
は無制限に使用できるよう調合されておらず、ユーザは、自分の睡眠の質をよりよく管理
するために、投薬を行っている間、また、投薬を行っていない間の睡眠／覚醒パターンお
よび一般的な能力の客観的測定を行うことが有効であると分かるであろう。
【０１８７】
　［実施形態１１］
　実施形態１～４と同様に、システムでは、ユーザが起きているときの認知能力を測定す
るために携帯型ユーザ双方向装置を用いることに加えて、さらに別の目的を有する他の何
らかの活動をユーザが実行するときに認知能力も測定される。これにより、認知能力およ
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することから導出され得る。そのデータは、上記携帯型ユーザ双方向装置および／または
追加のソースから得られる。例えば、事務労働者は、日中はタイピングに多くの時間を費
やし得る。タイピングの速度またはキー打ちの精度は、事務労働者の認知能力のレベルを
示す好適な指標であり得る。タイピングの速度またはキー打ちの精度は、携帯型ユーザ双
方向装置におけるキーパッドを用いてユーザのタイピングから得ることができる。しかし
ながら、カメラなどのハードウェアまたは事務労働者のコンピュータに搭載されるソフト
ウェアを用いることによって、タイピングの速度またはキー打ちの精度についての情報は
、事務労働者のコンピュータにおけるキーパッドを用いてユーザのタイピングから得るこ
とができる。すなわち、上記情報は、携帯型ユーザ双方向装置とは別に設けられるキーパ
ッドから得ることができる。すなわち、ユーザが携帯型ユーザ双方向装置にタイピングす
る必要なしに、事務労働者のオフィスコンピュータへのタイピングを監視することによっ
て、認知能力を得ることができる。このように得られた指標は、ユーザがわざわざ認知能
力テストの実行のため特に時間を割く必要がないという長所を有する。
【０１８８】
　この実施形態で得られる追加の認知能力指標は、上記のように、全体的な睡眠指標を算
出し、相関を求めるために、他の客観的測定および主観的測定とともに、処理ユニット（
１６）によって用いられる。
【０１８９】
　上記の実施形態では、ユーザは主観的睡眠データなどの主観的データを提供し、ユーザ
に示される情報は、上記主観的データまたは上記主観的データから導出されるデータのう
ちのいくつか、または全てを含み得る。しかしながら、本発明は、ユーザが主観的データ
を提供することを必要とせず、最も一般的な形態では、ユーザの睡眠の質に関連する１つ
以上の客観的パラメータに関するデータのみを必要とする。上記実施形態のうちのいずれ
か１つはこのため、ユーザの睡眠の質に関連する１つ以上の客観的パラメータに関するデ
ータのみを用いるように、ユーザからの主観的データの収集を排除することによって修正
され得る。
【０１９０】
　以下の実施例は、本発明に基づくデータ収集を説明するものである。
【０１９１】
　［実施例１］
　ユーザは、３分間の精神運動覚醒性テスト、すなわちＰＶＴテストを一日あたり４回、
１２日間行った。このテストは毎日同じ時間に行われた。該テストは、午前９時、午後１
２時、午後４時、および午後１０：３０に行われ、ユーザのライフスタイルに合うよう選
択された。３分間のＰＶＴテストの前に、ユーザは、スタンフォード眠気尺度を用いて、
どの程度敏感になっているかを評価するように求められた。
【０１９２】
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【表４】

【０１９３】
　ユーザは、食事からカフェインなどの刺激物を削減するように求められることはなく、
毎日同じ時刻にベッドへ行ったりベッドから出たりするルーチンを毎日厳密に維持するこ
とを求められることもなかった。ユーザはまた、（実生活を反映しているとは言えない）
他のいかなる気晴らしもない閉鎖的な環境でＰＶＴを実施することも求められなかった。
【０１９４】
　平均反応時間は、ユーザが行った各ＰＶＴテストについて記録された。図１９は、知覚
される敏感さに対してプロットされた平均反応時間を示し、図２０は、テストが行われた
時刻に対してプロットされた平均反応時間を示す。
【０１９５】
　時刻とユーザの平均反応時間との間の何らかの相関を確立するために、双方向ＡＮＯＶ
Ａを用いてデータが分析された。反応時間と、テストが行われた時刻との間には重要な相
関が存在する。算出されたＦ－率は、１％の有意水準におけるＦ３、３３＝４．４４と比
較されて、２２．２３であった。
【０１９６】
　上記データによると、ユーザの反応時間は、夜遅くベッドに行く前に概ね増加するとい
うことがはっきりと示されている。
【０１９７】
　［実施例２］
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　本実施例は、通常の睡眠ルーチンを行っている間の個人について圧電ケーブルを用いて
記録した運動データを示す。圧電ケーブルは、ユーザのベッドのベッドシートの下に配置
される。上記データは、ユーザが深夜になる直前にベッドへ行き、午前８時の直後にベッ
ドから出たことを示している（図２１）。記録された運動データ（実線）は、ユーザがよ
り頻繁に動いた期間と、ユーザがより静かにしている期間とを示している。運動データは
、浅い眠りおよび深い眠りの期間についての情報を提供する。図２１はまた、破線でプロ
ットするように、光センサ（例えばフォトダイオード）によって記録されるように、ユー
ザのベッドルームにおける光強度を示している。光センサからの出力は、ユーザが深夜直
前に寝室の電灯をオフにしたことを記録している。フォトダイオードの出力はまた、日の
出のため部屋が明るくなってくるのを検知する。この例では、日の出はおおよそ午前０７
：３０から始まっている。光の記録におけるさらなるスパイクは、午前８時のすぐ後に記
録され、ユーザがベッドから起きたときベッドルームの電灯をオンにしたことと対応して
いる。
【０１９８】
　本発明の実施形態では、“結合睡眠表示指数”は、少なくとも１つの認知能力指標およ
び／または精神運動能力指標と、少なくとも１つの睡眠指標および／または少なくとも１
つの睡眠の質の指標とから生成される（睡眠指標および／または睡眠の質の指標はセンサ
ユニットデータから決定される）。一般的な場合では、この結合睡眠表示指標は、睡眠指
標、睡眠の質の指標、および認知能力指標および／または精神運動能力指標のうちの任意
の数の関数として算出される。
【０１９９】
　いくつかの実施形態では、結合睡眠表示指標＝ｆ（睡眠指標、睡眠の質の指標、認知指
標および／または能力指標）である。
【０２００】
　結合睡眠表示指標を利用する実施形態において、結合睡眠表示指標はこのように、ユー
ザの睡眠についての情報と、ユーザの認知能力指標および／または精神運動能力について
の情報とを、１つの指標に結合させることができる。または、他の実施形態では、少なく
とも１つの睡眠指標または睡眠の質の指標とともに、少なくとも１つの認知能力指標およ
び／または精神運動能力指標が決定され得る。
【０２０１】
　いくつかの実施形態では、上記指標を生成するためのデータ処理は、１つの処理手段全
体で行われ得る。または、センサデータは、上記指標を決定するための処理手段に送信さ
れる前にセンサユニットにおいて複数の処理が施される。さらなる代替構成として、処理
手段に送信される少なくとも１つの睡眠指標および／または少なくとも１つの睡眠の質の
指標を生成するために、センサユニットにおいてセンサデータが処理されてもよい。例え
ば処理手段は、結合睡眠表示指標を生成するための入力として、受信した睡眠の質の指標
または睡眠指標を用いてもよく、または、認知能力指標および／または精神運動能力指標
を単純に生成してもよい。
【０２０２】
　いくつかの実施形態では、処理手段から、ユーザに表示を行う携帯型ユーザ双方向装置
へ送信されたユーザの行動に関する情報には、一例として上記指標が含まれ得る。または
、上記情報は指標から導出された情報を含み得るが、指標そのものは含まない。さらなる
例では、上記情報は追加として、または代わりとして、センサユニットから収集された元
のデータおよび／または携帯型ユーザ双方向装置への入力のうちのいくつか、または全て
を含み得る。
【０２０３】
　いくつかの実施形態では、好ましくは、１つ以上のセンサは、ユーザに取り付けられた
あらゆるセンサを含まない。
【０２０４】
　いくつかの実施形態は、前記客観的テストデータを、ユーザ双方向装置を介して入力さ
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れた睡眠関連パラメータについてのユーザからの主観的フィードバックで補うステップを
さらに含み得る。
【０２０５】
　いくつかの実施形態は、後の睡眠の質を改善するために、前記ユーザの行動に影響を与
えるための１つ以上の提案を含む情報を、前記携帯型ユーザ双方向装置によって前記ユー
ザに表示するステップをさらに含み得る。前記１つ以上の提案は、前記ユーザによる行動
プログラムおよび／または行為を含む提案から選択され得る。
【０２０６】
　いくつかの実施形態は、前記携帯型ユーザ双方向装置を介して、前記ユーザに行動変化
を実行するように促すステップをさらに含み得る。
【０２０７】
　いくつかの実施形態では、前記処理手段は、前記ユーザに示され、かつ、前記ユーザに
より選択される任意の行動プログラムもしくは行為の効果、および／または、そのコンプ
ライアンスを監視し、（ｉ）任意の選択されたプログラムもしくは行為の効果、および／
または、そのコンプライアンスを補助するために、警告、ガイド、アドバイス、および前
記ユーザを励ますメッセージのうちの１つ以上を提供する、および／または（ｉｉ）行動
変化および／または行為について更新された１つ以上の提案を提供し得る。
【０２０８】
　いくつかの実施形態は、その後ステップ（ｉ）から（ｉｖ）を繰り返すステップを含み
、それによって、その後の結合睡眠表示指標を生成するか、または、その後の睡眠指標も
しくは睡眠の質の指標とともに認知能力指標および／または精神運動能力指標を生成し得
る。１つ以上の後の時間において指標を生成することによって、ユーザは、指標のスコア
から、自分の行った何らかの行動変化が自分の睡眠の質の改善に結びついたかどうかを知
ることができる。
【０２０９】
　いくつかの実施形態では、認知能力指標および／または精神運動能力は、数学的処理、
論理的な推論、空間的処理、反応時間、トラッキング、注意／覚醒性、自己生成認知機能
テスト、および記憶テストから選択される１つ以上のテストを、前記携帯型ユーザ双方向
装置を介してユーザに示すことによって測定され得る。
【０２１０】
　いくつかの実施形態では、前記処理手段は、起きているときの前記ユーザの活動を受動
的に監視することから導出される認知能力および／または精神運動能力を示すデータであ
って、前記携帯型ユーザ双方向装置または追加のソースから得られるデータを受信し得る
。
【０２１１】
　いくつかの実施形態では、前記携帯型ユーザ双方向装置に設けられている、もしくはそ
れとは別に設けられているキーボードまたはキーパッドにおけるタイピングの速度および
／または精度についてのデータを受信し得る。
【０２１２】
　いくつかの実施形態では、前記センサユニットは、メモリおよびリアルタイムクロック
を備え、それにより、前記メモリへの記憶のための各センサの読み取り、または、各セン
サからの複数回のセンサの読み取りは、時間コードとともに記憶され、前記メモリに記憶
されたセンサデータは、前記処理手段に、例えば定期的に、散発的にまたは要求に応じて
送信され得る。
【０２１３】
　いくつかの実施形態は、複数のセンサを用いて、前記ユーザの睡眠に影響を与えないよ
う目立たずに、生理学的パラメータおよび環境的パラメータの両方を監視するステップを
さらに含み得る。
【０２１４】
　いくつかの実施形態では、前記センサによって監視された前記生理学的パラメータおよ
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び環境的パラメータは、運動と、温度、周辺ノイズ、光および湿度のうちの１つ以上とを
含み得る。
【０２１５】
　いくつかの実施形態では、前記少なくとも１つのセンサは、ベッドに就いている前記ユ
ーザの下に配置され、かつ、ケーブルもしくは無線接続を介して前記センサユニットに接
続された圧電シート、ケーブルまたはフィルムを有する運動センサを含み得る。
【０２１６】
　いくつかの実施形態は、センサユニット内において、１つのメモリ／上記メモリに記憶
する前に、約１Ｈｚの周波数にて、各センサからの信号データをサンプリングするステッ
プをさらに含み得る。例えば、その信号データは、０．１Ｈｚから１００Ｈｚの範囲の周
波数にてサンプリングされ得る。
【０２１７】
　いくつかの実施形態は、ベッドを共有する前記ユーザおよび第２ユーザによる使用のた
めのものであって、前記携帯型ユーザ双方向装置と好ましくは同一の第２携帯型ユーザ双
方向装置が第２ユーザのために提供され、前記第２携帯型ユーザ双方向装置は、前記処理
手段にデータを通信し、前記処理手段から情報を受信し得る。
【０２１８】
　いくつかの実施形態では、前記または各携帯型ユーザ双方向装置は携帯電話であっても
よい。
【０２１９】
　いくつかの実施形態は、前記ユーザに情報の入力を促す前記または各携帯型ユーザ双方
向装置をさらに含み得る。
【０２２０】
　いくつかの実施形態では、前記処理手段は、前記センサユニットおよび前記携帯型ユー
ザ双方向装置から分離されていてもよい。または、前記処理手段は、例えばインターネッ
トなどの広域ネットワークに接続されたソフトウェアサービスの形態をとり得る。
【０２２１】
　いくつかの実施形態では、用いられるセンサには、ユーザに取り付けられたあらゆるセ
ンサが含まれないのが好ましい。
【０２２２】
　いくつかの実施形態では、前記客観的テストデータは、前記ユーザ双方向装置を介して
入力された睡眠関連パラメータについての前記ユーザからの主観的フィードバックで補わ
れてもよい。
【０２２３】
　いくつかの実施形態では、前記ユーザ双方向装置によって前記ユーザに表示される情報
の出力は、後の睡眠の質を改善するために、前記ユーザの行動に影響を与えるための、前
記処理手段によって生成される１つ以上の提案を含み得る。前記１つ以上の提案は、ユー
ザによる行動プログラムおよび／または行為を含む提案から選択され得る。一般的に、前
記処理手段は、後の睡眠の質を改善する目的で、ユーザの行動をガイドするために携帯型
ユーザ双方向装置を介して１つ以上の提案を追加的に提供する。このような提案は、ユー
ザの行動プログラムおよび／または行為を含む提案から選択され得る。上記システムは、
任意のこのような提案をコンプライアンスしているかどうかを監視でき、センサデータと
、認知能力および／または精神運動能力を示す客観的テストデータとの処理手段による後
の相関に基づいて、前記提案を更新できることが望ましい。前記携帯型ユーザ双方向装置
は、行動変化および／または入力情報を実行するために必要な行為を実行するように前記
ユーザに促す警告機能を有し得る。
【０２２４】
　いくつかの実施形態では、携帯型ユーザ双方向装置は、例えばユーザに、行動変化を実
行するために必要な１つ以上の行為を行うよう促すことによって、勧められる行動変化を
実行するように促すための警告機能を有し得る。
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【０２２５】
　いくつかの実施形態では、処理手段は、前記ユーザに示され、かつ、前記ユーザにより
選択される任意の行動プログラムまたは行為の効果、および／または、そのコンプライア
ンスを監視し、（ｉ）任意の選択されたプログラムもしくは行為効果、および／または、
そのコンプライアンスを補助するために、警告、ガイド、アドバイス、前記ユーザを励ま
すメッセージのうちの１つ以上を提供する、および／または、（ｉｉ）行動変化および／
または行為について更新された１つ以上の提案を提供し得る。
【０２２６】
　いくつかの実施形態では、認知能力および／または精神運動能力は、数学的処理、論理
的な推論、空間的処理、反応時間、トラッキング、注意／覚醒性、自己生成認知能力テス
ト、および記憶テストから選択される１つ以上のテストを、前記携帯型双方向装置を介し
て前記ユーザに示すことによって測定され得る。
【０２２７】
　いくつかの実施形態では、前記処理手段は、起きているときの前記ユーザの活動を受動
的に監視することから導出される認知および／または精神運動を示すデータであって、前
記携帯型ユーザ双方向装置または追加のソースから得られるデータを受信し得る。
【０２２８】
　いくつかの実施形態では、前記処理手段は、前記携帯型ユーザ双方向装置に設けられて
いる、もしくはそれとは別に設けられているキーボードまたはキーパッドにおけるタイピ
ングの速度および／または精度についてのデータを受信し得る。
【０２２９】
　いくつかの実施形態では、前記センサユニットは、メモリおよびリアルタイムクロック
を備え、それにより、前記メモリへの記憶のための各センサの読み取り、または、各セン
サからの複数回のセンサの読み取りは、時間コードとともに記憶され、前記メモリに記憶
されたセンサデータは、前記処理手段に、定期的にまたは要求に応じて送信され得る。
【０２３０】
　いくつかの実施形態では、前記システムは、前記ユーザの睡眠に影響を与えないように
目立たず、生理的および環境的パラメータの両方を監視するための複数のセンサを含み得
る。前記センサによって監視された前記生理学的パラメータおよび環境的パラメータは、
運動と、温度、周辺ノイズ、光、および湿度のうちの１つ以上とを含み得る。
【０２３１】
　いくつかの実施形態では、前記少なくとも１つのセンサは、ベッドに就いている前記ユ
ーザの下に設けられ、ケーブルもしくは無線接続を介して前記センサユニットに接続され
た圧電シート、ケーブルまたはフィルムを有する運動センサを含み得る。
【０２３２】
　いくつかの実施形態では、センサユニット内において、各センサからの信号データは、
１つのメモリ／前記メモリに記憶する前に、約１Ｈｚの周波数にて、プロセッサによって
サンプリングされ得る。例えば、信号データは、０．１Ｈｚから１００Ｈｚの範囲の周波
数にてサンプリングされ得る。
【０２３３】
　いくつかの実施形態では、前記システムは、ベッドを共有する前記ユーザと第２ユーザ
による使用のためのものであって、前記携帯型ユーザ双方向装置と同一の追加の携帯型ユ
ーザ双方向装置が第２ユーザのために提供され、前記処理手段にデータを通信し、前記処
理手段から情報を受信するように適応され得る。
【０２３４】
　いくつかの実施形態では、前記または各携帯型ユーザ双方向装置は携帯電話であっても
よい。
【０２３５】
　いくつかの実施形態では、前記または各携帯型ユーザ双方向装置は、前記ユーザに情報
を入力するように促す警告機能を有し得る。
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【０２３６】
　いくつかの実施形態では、前記処理手段は、前記センサユニットおよび前記携帯型ユー
ザ双方向装置から分離され得る。
【０２３７】
　いくつかの実施形態では、処理手段は、インターネットなどの広域ネットワークに接続
されたソフトウェアサービスの形態をとり得る。
【０２３８】
　本発明の他の側面は、第２側面の睡眠管理システムを用いる個人を含む、個人の睡眠を
管理する方法を提供する。上記のように、概日リズムは時刻によって認知能力および／ま
たは精神運動能力に影響を及ぼし得るので、テストデータは携帯型ユーザ双方向装置によ
って、例えば携帯型表示装置によって示される精神指標覚醒性タスク（ＰＶＴ）をユーザ
が実行することによって収集され、睡眠管理システムの実行は、これを考慮し得ることが
望ましい。したがって、前記処理手段は、以下の（ａ）、および／または、（ｂ）および
（ｃ）の１つによって前記携帯型ユーザ双方向装置から客観的テストデータを分析する際
に、概日リズムを考慮に入れることができ得る。すなわち、（ａ）前記処理手段が、個人
のテスト能力の時刻による変動について予め収集されたデータからの認知能力および／ま
たは精神運動能力に対して利用可能な１つ以上の予め規定された関数を有し；（ｂ）前記
ユーザが、前記携帯型ユーザ双方向装置において１つ以上の認知テストおよび／または精
神運動テストを行った後最初に、所定の時間範囲および期間にわたって同じテストを実行
することにより、前記処理手段が、前記ユーザが起きている時間にわたって認知能力およ
び／または精神運動能力についての基準を確立し得るものであり；または、（ｃ）前記ユ
ーザが最初に、所定の時間範囲および期間にわたって前記携帯型ユーザ双方向装置におい
て１つ以上の認知テストおよび／または精神運動テストを実行することにより、前記処理
手段が、前記ユーザの実行による効果を修正するために予め規定された関数に基づいて、
前記ユーザが起きている間の認知能力および／または精神運動能力についての基準を確立
し得るものである。
【０２３９】
　睡眠の質を改善するために使用する前に、以下の（ａ）、および／または、（ｂ）およ
び（ｃ）の１つによって前記携帯型ユーザ双方向装置からの客観的テストデータを分析す
る際に、概日リズムを考慮に入れるための情報が前記処理手段に提供され得る。すなわち
、（ａ）前記処理手段に、個人のテスト能力の時刻による変動について予め収集されたデ
ータからの認知能力および／または精神運動能力に対して１つ以上の予め規定された関数
を提供し、（ｂ）前記携帯型ユーザ双方向装置において１つ以上の認知テストおよび／ま
たは精神運動テストを実行した後で、前記ユーザが所定の時間範囲および期間にわたって
同じテストを実行することにより、前記処理手段が、前記ユーザが起きている時間にわた
って認知能力および／または精神運動能力についての基準を確立し得るものであり；また
は、（ｃ）前記ユーザが、所定の時間範囲および期間にわたって前記携帯型ユーザ双方向
装置において１つ以上の認知テストおよび／または精神運動テストを実行することにより
、前記処理手段が、前記ユーザの実行による効果を修正するために予め規定された関数に
基づいて、前記ユーザが起きている間の認知能力および／または精神運動能力についての
基準を確立し得るものである。
【０２４０】
　いくつかの実施形態では、携帯型ユーザ双方向装置は、前記ユーザが起きている間の予
め規定された時間、散発的時間、またはランダムな時間に、１つ以上のテストを実行する
ように前記ユーザに促し得る。
【０２４１】
　いくつかの実施形態では、前記処理手段は、認知能力指標および／または精神運動能力
指標と、睡眠指標または睡眠の質の指標とを生成し得る。または、睡眠指標または睡眠の
質の指標は他の部材で生成され、前記処理手段に通信され得るが、この場合には、前記処
理手段は、認知能力指標および／または精神運動能力指標（または結合睡眠表示指標）の
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みを生成しさえすればよい。
【０２４２】
　いくつかの実施形態では、携帯型装置は、前記処理手段のメモリに記憶される受容可能
な能力基準を達成するために、起きている間の予め規定された時間またはランダムな時間
における任意の提案されるテストを実行するようにユーザに促し得る。これは、記憶され
た能力データが、所定の可変性を上回らないときに行われ得る。
【０２４３】
　いくつかの実施形態では、本発明はその使用時に、専門家、さらには医療的処置が必要
である睡眠の問題を認識し得ることが分かるであろう。この場合、専門家のアドバイス、
例えば医者のアドバイスを求めるよう提案がなされる。しかしながら、本システムの携帯
型ユーザ双方向装置はユーザに情報を与え、行動を促すことしかできないということを理
解しなければならず、これには睡眠に影響を与える潜在的な医学的問題についての医療的
処置を求めることが含まれるが、処置そのものを行うことはできない。
【０２４４】
　いくつかの実施形態では、本発明の睡眠管理システムは、ハードウェアシステムの組み
合わせとして実行され得るが、該組み合わせは、（ｉ）必要なセンサ（２ａ～ｅ）、（ｉ
ｉ）センサユニット（１）、および（ｉｉｉ）認知能力および／または精神運動能力を示
す、起きている間にユーザから定期的または散発的に得られる客観的テストデータを収集
し得る携帯型ユーザ双方向装置（８）からなる。
【０２４５】
　いくつかの実施形態では、前記または各携帯型ユーザ双方向装置は、数学的処理、論理
的な推論、空間的処理、反応時間、トラッキング、注意／覚醒性、自己生成認知機能テス
ト、記憶テストから選択される１つ以上のテストをユーザに示し得る。
【０２４６】
　いくつかの実施形態では、前記または携帯型ユーザ双方向装置は、認知能力および／ま
たは精神運動能力を示す、ユーザが起きている間の活動を受動的に監視し得る。
【０２４７】
　いくつかの実施形態では、前記または各携帯型ユーザ双方向装置は、キーボードまたは
キーパッドを備え得るが、タイピングの速度および／または精度を監視できる。
【０２４８】
　いくつかの実施形態では、前記または各携帯型ユーザ双方向装置は携帯電話であり得る
。
【０２４９】
　いくつかの実施形態では、本発明の第５側面は、プロセッサによって実行されるとき、
本発明の方法を前記プロセッサに実行させる命令を含むコンピュータ読み取り可能な記録
媒体を提供する。
【０２５０】
　［参考文献］
　１．以下の文献は、睡眠の質を監視し、評価するシステムについて記載している。
・欧州特許出願公開第１８１０７１０号（２００５年９月１４日）、Ｊｕｎｉｃｈｉｒｏ
　Ａｒａｉ、“睡眠状態改善システム、および睡眠状態改善方法”。
・米国特許第５，２２９，４２８号（１９９４年４月５日）、Ｍａｒｉｋｏ　Ｋａｗａｇ
ｕｒｉ　ｅｔ　ａｌ、“環境制御システムおよび方法”。
・米国特許第６，４６８，２３４号（２０００年１１月１０日）（仮出願６０／２１８，
２３８、２０００年７月１４日出願）、Ｈ．　Ｆ．　Ｍａｃｈｉｅｌ　Ｖａｎ　ｄｅｒ　
Ｌｏｏｓ　ｅｔ　ａｌ、“スリープスマート”。
・米国特許第６，４８５，４１１号（２００２年１月１７日）（仮出願６０／２１８，２
３８、２０００年７月１４日出願）、Ｓｔｅｖｅｎ　Ｈ　Ｗｏｏｄｗａｒｄ、“センサベ
ッド”。
・米国特許第７，１７９，２１８号（２００６年５月１８日）、（分割出願１０／７１８



(48) JP 2011-36649 A 2011.2.24

10

20

30

40

50

，９６０、２００３年１１月２１日、現在米国特許第７，０４１，０４９号）、Ｋｅｉｔ
ｈ　Ｒａｎｉｅｒｅ、“睡眠ガイドシステムおよび関連する方法”。
・米国特許第５，４７９，９３９号（１９９４年４月６日）、Ｈｉｒｏｙｕｋｉ　Ｏｇｉ
ｎａ、Ｍａｔｓｕｓｈｉｔａ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｏ．、“睡
眠検知装置”。
・米国特許出願公開第２００４／００８７８７８号（２００２年１１月１日）、Ｄａｖｉ
ｄ　Ｔ．　Ｋｒａｕｓｍａｎ　ｅｔ　ａｌ、“睡眠評価装置および方法”。
・米国特許出願公開第２００５／００４２５８９号（２００３年８月１８日）、Ｊｏｈｎ
　Ｄ　Ｈａｔｌｅｓｔａｄ　ｅｔ　ａｌ、“睡眠の質のデータ収集および評価”。
・米国特許出願公開第２００５／００９６５５９号（２００４年９月２１日）、（外国出
願優先日：２００３年１０月２９日、特開２００３－３６９３６６号）、Ｋｅｎｉｃｈｉ
　Ｙａｎａｉ，　“センサシート”。
・米国特許出願公開第２００５／０１４３６１７号（２００４年１２月２９日）、（仮出
願６０／５３４，１６８、２００３年１２月３１日出願）、Ｒａｐｈａｅｌ　Ａｕｐｈａ
ｎ、“睡眠および環境制御方法およびシステム”。
・米国特許出願公開第２００５／０２２２５２２号（２００５年３月１６日）、（仮出願
６０／５５３，７７１、２００４年３月１６日出願）、Ｋｅｎｎｅｔｈ　Ｔ．　Ｈｅｒｕ
ｔｈ、“睡眠検知”。
・米国特許出願公開第２００６／０１３５８５４号（２００３年５月１６日）、（仮出願
日：２００２年５月１６日）、Ｓｅａｎ　Ｐ．　ＭｃＤｏｎｏｕｇｈ　ｅｔ　ａｌ、“睡
眠調査ソフトウェア構造”。
・米国特許出願公開第２００６／０２２４０４７号（２００５年１１月２３日）、（外国
出願優先日：２００５年３月３０日）、Ｔａｋｕｊｉ　Ｓｕｚｕｋｉ　ｅｔ　ａｌ，“眠
気予測装置および眠気予測方法”。
・米国特許出願公開第２００６／０２９３６０２号（２００４年４月８日）（外国出願優
先日：２００３年４月１６日）、Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｃｌａｒｋ、“睡眠
管理装置”。
・米国特許出願公開第２００６／０２９３６０８号（２００５年２月２８日）（仮出願日
：２００４年２月２７日）、Ｄａｎｉｅｌ　Ｒｏｔｈｍａｎ　ｅｔ　ａｌ，　“ユーザの
睡眠状態を予測する装置および方法”。
・米国特許出願公開第２００７／０１９１６９２号（２００６年１０月１８日）、（外国
出願優先日：２００６年２月１４日）、Ｙｅｈ－Ｌｉａｎｇ　Ｈｓｕ　ｅｔ　ａｌ，“睡
眠の質を監視するシステムおよび生理学的信号を監視するための方法”。
・米国特許出願公開第２００８／００３３３０４号（２００６年７月１９日）、Ｙｏｕｓ
ｕｆａｌｉ　Ｄａｌａｌ　ｅｔ　ａｌ，“睡眠状態検出”。
・米国特許第７，３６６，５７２号（２００４年４月１５日）、Ｋｅｎｎｅｔｈ　Ｔ．　
Ｈｅｒｕｔｈ　ｅｔ　ａｌ，　“睡眠の質に基づく制御療法”。
・米国特許出願公開第２００４／０２３０３９８号（２００４年５月１３日）（外国出願
優先日：２００３年５月１５日）、Ｓｈｉｍａ　Ｏｋａｄａ　ｅｔ　ａｌ，“睡眠分析器
、および、コンピュータに睡眠分析機能を与えるためのプログラム製品”。
・米国特許出願公開第２００７／００８３０７号（２００６年８月３１日）、Ｍｉ－ｈｅ
ｅ　Ｌｅｅ　ｅｔ　ａｌ，“健全な睡眠および覚醒を促すための装置および／または方法
”。
・米国特許出願公開第２００８／０１５７９５６号（２００６年１２月２９日）、Ｚｏｒ
ａｎ　Ｒａｄｉｖｏｊｅｖｉｃ　ｅｔ　ａｌ，　“電子装置を用いて睡眠を監視するため
の方法”。
・米国特許出願公開第２００８／０３０６３５１号（２００８年６月６日）、Ｓｈｕｉｃ
ｈｉ　Ｉｚｕｍｉ，“睡眠評価装置”。
・国際公開第２００４／０７５７１４号（２００４年２月２５日）（優先日：２００３年
２月２８日）、Ｃｏｒｎｅｌ　Ｌｕｓｔｉｇ，　“敏感な状態を操作するための装置”
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・国際公開第２００５／０６６８６８号（２００４年１２月３１日）（優先日：２００３
年１２月３１日）、Ｒａｐｈａｅｌ　Ａｕｐｈａｎ、“睡眠および環境制御方法並びにシ
ステム”。
・国際公開第２００５／０８９６４１号（２００５年３月１６日）（優先日：２００４年
４月１５日）、Ｋｅｉｔｈ　Ａ．　Ｍｉｅｓｅｌ　ｅｔ　ａｌ，“睡眠検出”。
・国際公開第２００４／０７５７１４号（２００４年２月２５日）、Ｃｏｒｎｅｌ　Ｌｕ
ｓｔｉｇ、“半覚醒、非侵襲性の刺激によって睡眠構造を操作するためのシステムおよび
方法”。
・国際公開第２００８／０３７０２０号（２００７年９月２７日）、Ｆｒａｎｃｅｓ　Ｒ
ｅｎｅｅ　Ｄｏｈｅｒｔｙ　ｅｔ　ａｌ，“睡眠の質を評価するための方法および装置”
。
【０２５１】
　２．以下の文献は、いくつかの一般的な睡眠障害について記載しており、それがどのよ
うに個人の生活の質に影響を及ぼし得るかを論じている。
・労働人口における不眠症の社会経済的影響、Ｉｎｄｕｔｒｉａｌ　Ｈｅａｌｔｈ、２０
０５、４３、１１。
・良好な睡眠をとっている人と比較して重度および中度の不眠症における生活の質の評価
、Ｐｓｙｃｈｏｓｏｍａｔｉｃ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ、２００１、６３、４９。
・不眠、鬱、および不安の疫学、Ｓｌｅｅｐ、２００５、１１、１４５７
・睡眠関連のアクシデントにかかるコスト、Ｓｌｅｅｐ、１９９４、１７、８４。
・米国の成人における未行為の不眠に直接的および間接的にかかるコスト、Ｓｌｅｅｐ、
２００７、３０、２６３。
・睡眠障害にかかる経済的コスト、Ｓｌｅｅｐ、２００６、２９、２９９－３０５。
・睡眠障害のＡＢＣ、Ｃｏｌｉｎ　Ｍ．　Ｓｈａｐｉｒｏ編、ＢＭＪ　１９９３。
・日中の眠気を測定するための新規な方法：エプワース眠気尺度、Ｍｕｒｒａｙ　Ｗ．　
Ｊｏｈｎｓ、Ｓｌｅｅｐ、１４　（６），　５４０－５４５　（１９９１）。
・湿度を有する建物で生活する被験者の間でより多く見られる症状：不眠、Ｃ．　Ｊａｎ
ｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ，　Ｏｃｃｕｐ　Ｅｎｖｉｒｏｎ　Ｍｅｄ，　６２，　１１３－１１
８　（２００５）。
・身体的に看護に依存する在宅患者における睡眠衛生：行動および環境的行為の影響、Ｊ
ｏｈｎ　Ｆ．　Ｓｃｈｎｅｌｌｅ，　Ｐａｔｒｉｃｅ　Ａ．　Ｃｒｕｉｓｅ，　Ｃａｔｈ
ｙ　Ａ．　Ａｌｅｓｓｉ，　Ｋａｒｅｎ　Ｌｕｄｌｏｗ，　Ｎａｈｌａ　Ｒ．　Ａｌ－Ｓ
ａｍａｒｒａｉ　ａｎｄ　Ｊｏｓｅｐｈ　Ｇ．　Ｏｕｓｌａｎｄｅｒ，　Ｓｌｅｅｐ，　
２１（５），　５１５　（１９９８）。
・下肢静止不能症候群および睡眠中の歯ぎしり：カナダ人の有病率および関連性、Ｇ．　
Ｊ．　Ｌａｖｉｇｎｅ　ａｎｄ　Ｊ．　Ｙ．　Ｍｏｎｔｐｌａｉｓｉｒ，　Ｓｌｅｅｐ　
１７（８），　７３９－７４６　（１９９４）。
【０２５２】
　３．さらに、以下の文献では、睡眠の質を向上させるために行動療法がどのように用い
られ得るかについての情報を見ることができる。
・欧州特許出願公開第１６１８９１３号（２００５年７月２１日）、Ａｌｂｅｒｔ　Ｂｅ
ｈａｒ　ｅｔ　ａｌ，　“不眠評価および自動睡眠行動修正を行うための装置”。
・米国特許出願公開第２００４／０２２５１７９号（２００４年３月１日）、Ｒｉｃｈａ
ｒｄ　Ｋａｐｌａｎ　ｅｔ　ａｌ，　“自動不眠治療システム”。
【０２５３】
　４．以下の文献では、認知能力がどのように眠気に関連しているかについての情報を見
ることができる。
・１０分未満の精神運動覚醒性タスクの有効性、行動方法、Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ａ
ｎｄ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒｓ、３６　（２），　３３９－３４６　（２００４）。
・睡眠呼吸障害をかかえる患者における能力覚醒性タスクおよび眠気、Ｅｕｒｏｐｅａｎ
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　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　Ｊｏｕｒｎａｌ、２４，　２７９－２８５　（２００４）。
・睡眠不足が能力に及ぼす影響：メタ分析、Ｓｌｅｅｐ、１９９６，　１９，　３１８。
・一晩に４～５時間の睡眠に限定した場合に一週間で蓄積される眠気、気分障害、および
精神運動覚醒性能力不全、米国睡眠障害協会および睡眠調査会、２０（４），　２６７－
２７７　（１９９７）。
・化学物質複合刺激反応における認知能力テストおよび精神運動能力テスト、並びに実験
計画、Ａｎｔｈｏｎｙ　Ｗｅｔｈｅｒｅｌｌ、Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｈｅａｌｔ
ｈ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ、Ｖｏｌ　１０５、補足２，　１９９７年３月。
【０２５４】
　５．以下の文献では、睡眠パターンに基づく特定のタスクを実行するという観点から、
人間の認知能力を予測することについての情報を見ることができる。
・米国特許第６，７４３，１６７号（２００３年３月４日）（先願、２００３年８月２８
日）、Ｔｈｏｍａｓ　Ｊ．　Ｂａｌｋｉｎ　ｅｔ　ａｌ，“挙動記録装置からのデータを
用いて人間の認知能力を予測するための方法およびシステム”。
・米国特許第７，２０７，９３８号（２００５年１月１１日）、Ｓｔｅｖｅｎ　Ｒａｗｌ
ｉｎｇｓ　Ｈｕｒｓｈ、“睡眠パターンに基づく評価タスクの有効性”。
【０２５５】
　６．以下の文献は、温度、ノイズ、および湿度などの環境的パラメータがどのように睡
眠の質に影響を及ぼすかについて記載している。
・人間の睡眠段階および体温に対する蒸し暑さの影響、Ｏｋａｍｏｔｏ－Ｍｉｚｕｎｏ　
Ｋ，　Ｍｉｚｕｎｏ　Ｋ，　Ｍｉｃｈｉｅ　Ｓ，　Ｍａｅｄａ　Ａ，　Ｉｉｚｕｋａ　Ｓ
．，　Ｓｌｅｅｐ，　２２，　７６７　（１９９９）。
・人間の睡眠段階における高および低周辺温度の影響、Ｅ．　Ｈ．　Ｈａｓｋｅｌｌ　ｅ
ｔ　ａｌ，　Ｅｌｅｃｔｒｏｅｎｃｅｐｈａｌｏｇｒａｐｈｙ　ａｎｄ　Ｃｌｉｎｉｃａ
ｌ　Ｎｅｕｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ、５１，　４９４　-　５０１　（１９８１）。
・体温の夜間低下は入眠の生理学的引き金？Ｐａｔｒｉｃｉａ　Ｊ．　Ｍｕｒｐｈｙおよ
びＳｃｏｔｔ　Ｓ．　Ｃａｍｐｂｅｌｌ、米国睡眠障害協会および睡眠調査会、２０　（
７），　５０５－５１１　（１９９７）。
・周辺温度が健康な乳児の睡眠特性および自律神経制御に与える影響、Ｆｒａｎｃｏ　Ｐ
，　Ｓｚｌｉｗｏｗｓｋｉ　Ｈ，　Ｄｒａｍａｉｘ　Ｍ，　Ｋａｈｎ　Ａ．，　Ｓｌｅｅ
ｐ、　２３，　４０１　（２０００）。
・乳児の睡眠からの覚醒性の変化に対する周辺温度の関連性、Ｆｒａｎｃｏ　Ｐ，　Ｓｃ
ａｉｌｌｅｔ　Ｓ，　Ｖａｌｅｎｔｅ　Ｉｒ　Ｆ，　Ｃｈａｂａｎｓｋｉ　Ｓ，　Ｇｒｏ
ｓｗａｓｓｅｒ　Ｊ，　Ｋａｈｎ　Ａ．，　Ｓｌｅｅｐ，　２４，　３２５　（２００１
）
・睡眠および温度調節の相関：行動段階の制御の一側面、Ｐａｒｍｅｇｇｉａｎｉ　ＰＬ
．，Ｓｌｅｅｐ、１０，　４２６　（１９８７）。
・人間の睡眠に対する熱およびノイズの相対的および複合的影響、Ｌｉｂｅｒｔ　ＪＰ，
　Ｂａｃｈ　Ｖ，　Ｊｏｈｎｓｏｎ　ＬＣ，　Ｅｈｒｈａｒｔ　Ｊ，　Ｗｉｔｔｅｒｓｈ
ｅｉｍ　Ｇ，　Ｋｅｌｌｅｒ　Ｄ．，　Ｓｌｅｅｐ，　１４，　２４　（１９９１）。
・健康な乳児の睡眠特性および自律神経制御に対する周辺温度の影響、Ｐ．　Ｆｒａｎｃ
ｏ，　Ｈ．　Ｓｚｌｉｗｏｗｓｋｉ，　Ｍ．　Ｄｒａｍａｉｘ　ａｎｄ　Ａ．　Ｋｈａｎ
，Ｓｌｅｅｐ、　２３，　４０１　（２０００）。
・睡眠および覚醒に影響を及ぼす要因としての温度および空気湿度、Ｄ　Ｓｖｏｒａｄ，
　Ｊ　Ｗｅｌｌｎｅｒｏｖａ，　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　
Ｂｉｏｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｙ、１９５９。
・人間の睡眠に対する熱およびノイズの相対的および複合的影響、Ｊ．　Ｐ．　Ｌｉｂｅ
ｒｔ，　Ｖ．　Ｂａｃｈ，　Ｌ．　Ｃ．　Ｊｏｈｎｓｏｎ，Ｊ．　Ｅｈｒｈａｒｔ，　Ｇ
．　Ｗｉｔｔｅｒｓｈｅｉｍ　ａｎｄ　Ｄ．　Ｋｅｌｌｅｒ，Ｓｌｅｅｐ，　１４（１）
，　２４－３１　（１９９１））。
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・睡眠に対する航空機騒音の影響：ＥＥＧに基づく測定、Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ　Ｍｅｔ
ｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，　Ｋ　Ｉ　Ｈｕｍｅ，　Ｆ　Ｖａｎ　＆　
Ａ　Ｗａｔｓｏｎ，　Ｊｕｎｅ　２００３。
・睡眠障害のフィールドスタディ：大きな被験サンプルにおいて挙動測定的に監視される
５，７４２日分の睡眠における、航空機騒音および他の要因の影響、Ｊ．　Ａ．　Ｈｏｒ
ｎｅ，　Ｆ．　Ｌ．　Ｐａｎｋｈｕｒｓｔ，　Ｌ．　Ａ．　Ｒｅｙｎｅｒ，　Ｋ．　Ｈｕ
ｍｅおよびＩ．　Ｄ．　Ｄｉａｍｏｎｄ，　Ｓｌｅｅｐ、１７（２）、１４６－１５９　
（１９９４）。
・一晩中音声振動にさらされることによる睡眠障害、Ｙａｓｕａｋｉ　Ｎａｋａｇａｗａ
，　Ｓｌｅｅｐ、１０（５），　４６３－４７２　（１９８７）。
・中間呼吸集中治療部における睡眠障害の原因としての環境ノイズ、Ｊｏｓｈｕａ　Ｎ．
　Ａａｒｏｎ，　Ｃａｒｏｌ　Ｃ．　Ｃａｒｌｉｓｌｅ，　Ｍａｒｙ　Ａ．　Ｃａｒｓｋ
ａｄｏｎ，　Ｔｈｏｍａｓ　Ｊ．　Ｍｅｙｅｒ，　Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ｓ．　Ｈｉｌｌ　
ａｎｄ　Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｐ．　Ｍｉｌｌｍａｎ，Ｓｌｅｅｐ、１９（９），　７０７　
（１９９６）。
・環境ノイズおよび睡眠－覚醒、心不整脈、および尿カテコールアミンの研究、Ｎ．Ｌ．
　Ｃａｒｔｅｒ，　Ｓ．Ｎ．　Ｈｕｎｙｏｒ，　Ｇ．　Ｃｒａｗｆｏｒｄ，　Ｄ．　Ｋｅ
ｌｌｙ　ａｎｄ　Ａ．Ｊ．Ｍ．　Ｓｍｉｔｈ，Ｓｌｅｅｐ、１７（４），　２９８　（１
９９４）。
【０２５６】
　７．以下の参考文献では、睡眠科学と、資格を有する睡眠の専門家によって一般的に用
いられる技術についてのさらなる情報を見ることができる。
・健康な男性被験者における挙動記録としての自発運動量、並びに、睡眠周期および段階
にわたる不動性、Ｍｉｄｄｅｌｋｏｏｐ　ＨＡ，　Ｖａｎ　Ｈｉｌｔｅｎ　ＢＪ，　Ｋｒ
ａｍｅｒ　ＣＧ，　Ｋａｍｐｈｕｉｓｅｎ　ＨＡ．　Ｊ　Ｓｌｅｅｐ　Ｒｅｓ．　２（１
），　２８　（１９９３）。
・睡眠医学の原理および実践、第４版、Ｍｅｉｒ　Ｈ．　Ｋｒｙｇｅｒ，　Ｔｈｏｍａｓ
　Ｒｏｔｈ，　Ｗｉｌｌｉａｍ　Ｃ．　Ｄｅｍｅｎｔ，　Ｅｌｓｅｖｉｅｒ　Ｓａｕｎｄ
ｅｒｓ　ＩＳＢＮ　０－７２１６－０７９７－７。
【０２５７】
　特定の好ましい実施形態を挙げて本発明を示し、説明してきたが、他の当業者が本明細
書を読んで理解したら、均等物および変形に想到するであろうことは明らかである。本発
明は、そのような均等物および変形の全てを含み、以下の請求項の範囲によってのみ限定
される。
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